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『
華
陽
国
志
』
列
女
伝
記
研
究
　
続
稿

萄
郡
列
女
〔
Ⅱ
〕

②
王
遵
妻
「
張
叔
紀
」

叔
紀
、
娩
娩
に
し
て
、
十
嬢
(
1
)
、
風
を
仰
ぐ
。

原
文
(
叔
紀
娩
娩
、
十
媛
仰
風
)

叔
紀
は
、
覇
の
孫
む
す
め
で
あ
る
(
2
)
。
広
漠
の
王
道
(
3
)
　
に
嫁
い
だ
。

つ
か

こ
の
う
え
な
く
賢
訓
を
大
切
に
し
、
姑
に
事
え
て
は
礼
を
わ
き
ま
え
た
(
4
)
。

生
み
の
子
の
商
は
、
海
内
の
名
士
と
な
っ
た
(
5
)
。
広
漠
の
周
幹
・
古
朴
・
彰

叙
、
洗
中
の
祝
亀
ら
か
(
6
)
、
か
の
女
の
た
め
に
煩
を
作
っ
て
い
う
、
「
幼

く
し
て
は
、
家
の
孝
女
で
あ
り
、
長
じ
て
は
、
家
の
賢
婦
で
あ
り
、
老
い
て
は
、

子
ら
の
慈
親
で
あ
っ
た
(
7
)
。
終
始
、
温
や
か
で
且
つ
恵
順
で
あ
り
、
心
は

誠
実
で
思
慮
深
い
ひ
と
で
あ
っ
た
(
8
)
。
註
し
て
孝
明
恵
母
と
い
う
に
ふ
さ
わ

し
い
」
と
。

原
文
(
叔
紀
、
覇
女
孫
也
、
適
広
漠
王
道
、
至
有
賢
訓
、
事
姑
以
礼
、
生
子
商
、
海

内
名
士
、
広
漠
周
幹
・
古
朴
・
影
鎚
、
浜
中
祝
亀
、
為
作
頒
日
、
少
則
為
家
之
孝
女
、

下
見
　
隆
雄

長
則
為
家
之
賢
婦
、
老
則
為
子
之
慈
親
、
終
温
且
恵
、
乗
心
塞
淵
、
宜
詫
日
孝
明
孟
母
)

○
資
料
研
究

(
1
)
　
「
十
媛
」
に
つ
い
て
、
任
氏
「
校
補
図
注
』
は
、
注
文
に
は
直
接
こ
れ

に
関
す
る
事
柄
が
見
当
た
ら
な
い
、
た
だ
周
幹
等
の
諸
名
士
の
賛
煩
を
掲
げ
て

い
る
か
ら
、
「
十
」
字
は
「
士
」
字
の
雷
で
あ
る
と
分
か
る
と
す
る
。
劉
氏

「
校
注
』
は
.
「
十
媛
」
を
、
下
文
の
十
女
を
指
す
に
似
た
り
と
い
う
。
工
夫
と

考
証
は
興
味
深
い
が
、
諸
名
士
の
費
頒
有
る
に
よ
っ
て
「
士
」
と
改
め
る
な
ら
、

「
媛
」
に
当
た
る
部
分
が
無
い
の
を
ど
う
解
す
る
の
か
問
題
が
起
こ
ろ
う
し
、

改
め
る
必
然
性
は
希
薄
で
あ
る
。
十
女
と
す
れ
ば
、
こ
れ
で
も
意
味
は
通
じ
る

が
、
張
叔
紀
称
賛
の
ス
ケ
ー
ル
は
限
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
叔
紀
が
諸
才
媛
か

ら
女
性
の
模
範
と
し
て
敬
慕
さ
れ
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
は
、

「
十
媛
」
の
ま
ま
で
、
「
す
べ
て
の
才
媛
た
ち
」
の
意
味
と
と
っ
て
よ
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

(
2
)
　
「
叔
紀
、
覇
女
孫
也
」
に
つ
い
て
、
叔
紀
は
、
①
「
張
覇
夫
人
司
馬
敬

司
」
に
見
え
る
張
覇
の
孫
む
す
め
で
あ
る
。
任
氏
は
、
順
帝
・
桓
帝
の
問
の
人

と
し
、
そ
の
時
女
子
は
兄
弟
伯
仲
に
よ
っ
て
命
名
す
る
風
習
が
あ
っ
た
と
す
る
。
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.
一

志国陽華r

①
「
司
馬
敬
司
」
に
お
い
て
、
張
覇
の
伝
に
つ
い
て
の
考
証
で
、
覇
が
晩
年
に

侍
中
と
な
っ
た
の
を
永
元
一
五
年
(
A
D
一
〇
三
)
と
推
定
し
た
か
ら
、
そ
の

孫
む
す
め
が
、
順
帝
・
桓
帝
の
問
の
人
と
推
定
さ
れ
る
の
は
無
理
が
な
か
ろ
う
。

叔
紀
の
父
の
名
は
未
詳
で
あ
る
が
、
前
①
「
司
馬
敬
司
」
で
考
察
し
た
よ
う
に
、

張
覇
を
梁
県
で
葬
っ
た
し
ば
ら
く
は
、
こ
こ
に
家
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る

が
、
後
、
敬
司
は
諸
子
と
と
も
に
苛
に
還
っ
た
。
「
後
漢
書
』
列
伝
二
六
張
覇

伝
に
み
え
る
前
妻
の
三
人
の
子
の
中
子
で
あ
る
張
槽
は
苛
に
帰
っ
た
ら
し
く
は

思
わ
れ
な
い
か
ら
、
叔
紀
は
、
敬
司
の
実
子
光
超
の
子
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
「
華
陽
国
志
』
は
、
叔
紀
を
光
超
の
子
と
は
記
さ
な
い
。
「
司
馬
敬

司
」
の
伝
に
、
「
光
超
は
母
教
を
授
か
り
受
け
て
後
に
聰
士
と
な
っ
た
」
と
説

明
し
て
い
る
か
ら
、
婦
徳
の
称
賛
さ
れ
る
こ
の
人
が
光
超
の
子
な
ら
こ
れ
を
記

さ
ぬ
わ
け
は
な
か
ろ
う
。
さ
す
れ
ば
、
四
男
一
女
の
二
男
を
除
く
、
前
妻
の
長

男
か
三
男
の
ど
ち
ら
か
の
子
に
当
た
る
の
で
あ
ろ
う
。

(
3
)
　
「
王
道
」
に
つ
い
て
、
「
遵
」
字
、
任
氏
は
、
旧
各
本
は
「
尊
」
に
作

る
が
、
靡
本
は
「
目
録
」
　
に
依
っ
て
「
遵
」
に
作
る
と
指
摘
。
「
王
道
」
は
、

「
目
録
」
、
「
広
漠
郡
」
に
、
「
司
隷
校
尉
王
堂
、
字
は
敬
伯
。
…
…
都
の
人
」

「
聴
士
、
王
椎
、
字
は
叔
起
、
諭
し
て
悪
文
と
日
ふ
。
…
…
経
の
人
、
堂
の
少

子
」
、
「
堂
の
長
子
、
博
。
…
…
官
位
を
失
す
」
、
「
博
の
子
、
違
。
…
…
亦

た
官
位
を
失
す
」
と
見
え
、
「
音
韻
、
苛
郡
太
守
、
王
商
、
字
は
文
表
。
…
…

道
の
子
な
り
」
と
あ
る
。

巻
一
〇
中
「
広
漠
士
女
」
に
、
「
王
堂
」
・
「
王
稚
」
・
「
王
商
」
が
見
え

る
。
な
お
、
「
王
堂
」
の
伝
は
「
後
漢
書
」
列
伝
二
一
に
見
え
る
。
「
王
椎
」

は
同
伝
に
付
し
て
「
王
辞
」
に
作
る
。
ま
た
「
曾
孫
王
商
」
も
付
す
る
。
「
三

国
志
』
苛
書
第
八
許
靖
伝
の
斐
松
之
注
引
「
益
部
首
旧
伝
』
に
、
「
王
商
」
の

事
績
が
見
え
る
。
「
王
堂
」
や
「
王
稚
」
・
「
王
商
」
に
つ
い
て
は
、
後
の

「
洩
列
女
」
の
「
文
季
妾
」
に
お
い
て
資
料
紹
介
を
し
、
さ
ら
に
王
氏
の
興
隆

に
言
及
す
る
。
「
王
博
」
に
つ
い
て
は
、
「
壕
為
列
女
」
の
王
博
妻
「
楊
進
」

で
言
及
す
る
。

(
4
)
　
「
事
姑
」
に
つ
い
て
、
こ
の
場
合
、
「
姑
」
と
は
、
「
王
博
」
の
妻
を

指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
「
壌
為
列
女
」
に
王
博
幸
「
楊
進
」
が
見
え
る
。
か

の
女
も
「
退
場
、
穆
穆
と
し
て
、
先
姑
を
是
れ
意
と
す
」
と
い
わ
れ
、
そ
の
姑

で
あ
る
王
堂
の
後
妻
「
文
季
姜
」
に
よ
く
事
え
た
と
い
う
。
「
梓
撞
列
女
」
に

王
堂
夫
人
「
文
季
姜
」
が
見
え
、
「
博
の
妻
、
壕
為
の
楊
進
、
及
び
博
の
子
道

の
婦
、
萄
郡
の
張
叔
紀
、
姑
の
教
え
に
服
し
て
、
皆
に
賢
訓
有
り
。
之
を
三
母

と
号
す
」
と
い
う
。
ま
た
、
そ
の
讃
に
、
↓
季
妾
、
殖
穆
に
し
て
、
化
は
二
婦

に
播
く
。
王
氏
の
世
々
興
る
は
、
実
に
賢
母
に
由
る
」
と
い
う
。
す
で
に
任
氏

「
枚
補
図
注
し
巻
一
〇
中
「
広
漠
士
女
」
　
の
注
釈
⑧
に
紹
介
す
る
よ
う
に
、
楊

樹
達
「
稔
微
居
小
学
金
石
論
叢
』
巻
五
に
、
「
後
漠
王
堂
世
系
考
」
が
あ
り
、

王
氏
の
代
々
の
興
隆
は
、
主
婦
や
姑
等
の
賢
母
の
努
力
に
依
る
と
こ
ろ
が
大
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
な
お
、
「
三
母
」
に
は
、
劉
向
r
列
女
伝
」
母

儀
篇
の
「
周
室
三
母
」
の
理
念
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
注
目
し
て
お
く
べ
き

で
あ
ろ
う
。

(
5
)
　
「
商
」
に
つ
い
て
は
、
巻
一
〇
中
「
広
漠
士
女
」
に
、
「
文
表
、
氾
博

に
し
て
、
士
彦
と
提
携
す
」
と
あ
り
、
そ
の
讃
注
に
、
「
王
商
、
字
は
文
表
。

広
漠
の
人
な
り
。
博
学
・
多
聞
。
州
牧
の
劉
璋
(
任
氏
は
巻
五
「
二
牧
志
」
に
よ

り
、
「
劉
焉
」
に
改
め
る
べ
き
と
指
摘
)
辟
し
て
拾
中
と
為
し
、
萄
郡
太
守
(
任

氏
は
、
「
太
守
」
を
柄
字
と
)
を
試
み
守
ら
し
む
。
荊
州
の
劉
表
・
大
儒
南
陽
の

宋
仲
子
、
遠
く
其
の
名
を
慕
い
、
皆
、
与
に
交
好
す
。
許
文
体
称
す
、
商
、
中
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夏
の
王
最
興
の
輩
な
り
と
。
商
、
璋
(
任
氏
は
「
焉
」
に
改
め
る
ペ
L
と
)
に
勧

め
て
、
奇
を
撮
り
餞
を
抜
く
に
、
甚
だ
善
く
匡
揺
す
。
名
士
安
浜
の
超
膣
、
及

び
陳
実
盛
先
(
任
氏
は
、
「
巴
郡
目
録
」
に
よ
り
、
「
盛
先
」
は
字
、
こ
こ
で
は
析
字

と
)
、
塾
江
の
襲
楊
(
巻
一
「
塾
江
県
」
に
「
揚
」
に
作
る
)
・
超
敏
・
黎
景
、

聞
中
の
王
泡
、
江
州
の
孟
彪
を
薦
め
て
致
く
。
皆
、
州
の
右
職
・
郡
守
に
至
る
。

又
た
、
厳
・
李
の
為
め
に
詞
を
立
て
、
諸
の
祀
典
を
正
す
。
官
に
在
る
こ
と
十

年
に
し
て
卒
す
」
と
あ
る
。
、

ま
た
、
前
注
(
3
)
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
後
漢
書
』
列
伝
二
一
王
堂

伝
の
末
に
見
え
、
「
曾
孫
商
、
益
州
の
牧
の
劉
焉
(
下
引
の
「
三
国
志
J
で
は
、

「
劉
璋
」
と
)
、
以
て
苛
郡
太
守
と
為
す
。
治
声
有
り
」
と
あ
る
。
「
三
国
志
』

萄
書
第
八
許
靖
伝
の
斐
松
之
注
引
r
益
部
者
旧
伝
』
に
、
か
れ
に
つ
い
て
の
事

績
が
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
「
商
、
字
は
文
表
、
広
浜
の
人
、
才
学
を
以
て
称

せ
ら
る
。
声
間
、
州
里
に
著
は
る
。
劉
璋
(
任
氏
は
、
「
劉
焉
」
と
す
る
が
正
し

か
ろ
う
と
い
う
)
、
辟
し
て
治
中
従
事
と
為
す
。
是
の
時
、
王
塗
は
隔
絶
し
て
、

州
の
牧
伯
、
猶
は
七
国
の
諸
侯
の
ご
と
き
な
り
。
而
し
て
埠
、
惰
弱
に
し
て
疑

ひ
多
く
、
大
臣
を
党
信
す
る
能
は
ず
。
商
、
奏
記
し
て
埠
を
諌
め
、
埠
、
頗
る

感
悟
す
。
初
め
、
韓
遂
、
馬
腹
と
与
に
乱
を
作
せ
し
と
き
、
数
々
、
埠
の
父
焉

と
交
通
し
て
信
あ
り
。
鹿
の
子
超
に
至
り
て
、
復
た
埠
と
相
ひ
囲
し
、
苛
に
連

な
る
の
意
有
り
。
商
、
埠
に
謂
ひ
て
白
く
、
超
、
勇
な
れ
ど
も
不
仁
。
得
る
を

見
て
は
義
を
思
わ
ず
。
以
て
唇
歯
と
為
す
可
か
ら
ず
。
老
子
日
く
、
国
の
利
器

は
人
に
示
す
可
か
ら
ず
と
。
今
の
益
部
、
士
は
美
、
民
は
豊
か
に
し
て
、
宝
物

の
出
る
所
な
り
。
斯
れ
乃
ち
牧
夫
の
傾
覆
せ
ん
と
欲
に
し
て
、
超
等
の
酉
望
す

る
所
以
な
り
。
若
し
引
き
て
之
を
近
づ
く
れ
ば
、
則
ち
養
虎
に
由
り
て
、
将
に

自
ら
息
を
遺
さ
ん
と
す
る
な
ら
ん
と
。
噂
、
其
の
言
に
従
ひ
て
、
乃
ち
之
を
拒

絶
す
。
荊
州
の
牧
の
劉
表
、
及
び
儒
者
の
宋
忠
、
成
、
其
の
名
を
聞
き
て
、
書

を
遣
り
て
商
と
叙
し
て
股
勤
を
致
す
。
許
靖
、
成
否
を
為
す
に
号
あ
り
。
苛
に

至
り
て
、
商
を
見
て
之
を
称
し
て
日
く
、
設
使
、
商
、
華
夏
に
生
ま
れ
し
な
れ

ば
、
王
景
興
(
朗
)
と
錐
も
以
て
加
ふ
る
無
き
な
り
と
。
噂
、
商
を
以
て
苛
郡

太
守
と
為
す
。
成
都
の
禽
堅
に
至
孝
の
行
有
り
。
商
、
其
の
墓
に
表
し
て
、
孝

廉
を
追
贈
す
。
又
た
、
厳
君
平
・
李
弘
の
与
め
に
詞
を
立
て
銘
を
作
り
て
、
以

て
施
し
て
先
賢
と
す
。
学
を
脩
め
農
を
広
め
て
、
百
姓
、
之
を
便
と
す
。
郡
に

在
る
こ
と
十
載
、
官
に
卒
す
」
と
あ
る
。
ま
た
同
じ
く
第
八
秦
密
伝
に
も
王
商

が
厳
君
平
・
李
弘
の
た
め
に
詞
を
立
て
た
こ
と
が
見
え
る
。
「
禽
堅
」
・
「
厳

君
平
」
・
「
李
弘
」
は
巻
一
〇
上
「
萄
郡
士
女
」
　
に
伝
が
見
え
る
。
な
お
、

「
厳
君
平
」
は
「
浜
書
』
列
伝
四
二
の
序
に
、
「
李
弘
」
は
、
「
法
言
」
第
一

一
消
費
篇
に
見
え
る
。

(
6
)
　
「
周
幹
」
・
「
古
朴
」
・
「
彰
批
」
は
巻
一
二
目
録
「
広
漠
郡
」
に
見

え
、
注
に
、
「
右
三
人
、
儒
学
文
才
あ
り
、
萄
志
及
び
王
商
伝
に
見
ゆ
」
と
あ

る
。
「
古
朴
」
は
、
巻
三
有
志
広
浜
郡
の
徳
陽
県
に
、
「
太
守
夏
侯
墓
(
r
三

国
志
」
萄
書
第
八
秦
密
伝
に
て
は
「
夏
侯
纂
」
と
)
　
の
時
、
古
漠
(
任
氏
は
、
朴
と
波

音
通
、
通
用
す
可
L
と
い
う
)
、
功
菅
と
為
る
」
と
あ
る
。
ま
た
、
「
三
国
志
」

萄
書
第
八
秦
密
伝
に
、
夏
侯
嘉
と
の
問
答
が
見
え
る
。
「
祝
亀
」
は
、
巻
一
〇

下
「
洪
中
郡
」
に
見
え
る
。
「
祝
亀
、
字
は
元
霊
、
南
鄭
の
人
な
り
、
年
十
五
、

遠
く
汝
・
頴
に
学
び
、
大
学
に
及
ぶ
。
通
博
に
し
て
高
遠
、
能
く
文
を
属
す
。

太
守
張
府
君
、
之
を
奇
と
し
て
白
く
、
吾
、
海
内
の
士
を
見
る
こ
と
多
き
な
り
。

祝
亀
に
如
く
者
無
き
な
り
と
。
州
牧
の
劉
焉
、
之
を
辟
す
。
巳
む
を
得
ず
し
て

行
く
。
蔑
萌
長
を
授
か
る
。
漠
中
音
旧
伝
を
扶
す
。
著
述
を
以
て
終
は
る
」
と

あ
る
。
な
お
、
巻
一
二
序
志
に
、
「
浜
末
の
時
、
浜
中
の
枕
元
霊
、
性
、
滑
稽
。
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州
牧
の
劉
焉
の
談
調
の
末
な
る
を
用
っ
て
、
筍
士
と
与
に
燕
督
し
て
、
聯
ま
ま

に
翰
墨
を
著
は
す
。
当
時
、
以
て
極
歓
と
為
す
も
、
後
人
、
以
て
感
と
為
す
有

り
。
恐
ら
く
は
此
の
類
、
必
ず
元
完
の
由
に
起
こ
る
な
り
。
惟
だ
、
智
者
其
の

然
ら
ざ
る
を
弁
ず
る
は
幸
い
な
り
」
と
い
う
。
ま
た
、
巻
一
一
後
賢
志
の
陳
寿

の
項
に
、
「
…
…
及
び
浜
中
の
陸
中
伯
・
祝
元
亀
、
広
浜
の
王
文
表
、
皆
、
博

学
給
田
な
る
を
以
て
、
巴
覇
者
旧
伝
を
作
る
」
と
い
う
。

(
7
)
　
「
少
則
為
家
之
孝
女
、
長
則
為
家
之
賢
婦
、
老
則
為
子
之
慈
親
」
に
つ

い
て
、
「
少
則
為
家
之
孝
女
」
は
、
前
注
(
2
)
を
参
照
。
任
氏
「
校
補
図
注
』

は
、
女
子
を
嫁
に
遣
る
の
を
宜
家
と
い
い
、
ま
だ
嫁
が
な
い
の
を
室
女
と
い
う

の
だ
か
ら
、
次
の
「
家
之
賢
婦
」
に
対
し
て
、
こ
こ
は
、
「
室
之
孝
女
」
と
あ

る
べ
き
だ
と
い
う
。
一
説
で
は
あ
る
が
穿
聖
に
過
ぎ
る
の
感
も
あ
る
。
こ
の
表

現
は
、
下
に
続
く
、
「
賢
婦
」
・
「
慈
親
」
と
と
も
に
、
古
来
の
「
女
三
従
」

の
考
え
方
を
背
景
と
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
「
儀
礼
し
喪
服
篇
の
、

「
女
子
子
の
人
に
透
く
者
、
其
の
父
母
昆
弟
の
父
の
後
と
為
る
者
の
為
め
に
す
」

の
伝
に
、
「
婦
人
に
、
三
従
の
儀
有
り
て
、
専
用
の
道
無
し
。
故
に
未
だ
嫁
が

ざ
れ
は
父
に
従
ひ
、
既
に
嫁
げ
ば
夫
に
従
ひ
、
夫
死
す
れ
ば
子
に
従
ふ
。
故
に

父
は
子
の
天
な
り
。
夫
は
妻
の
天
な
り
」
と
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、

「
穀
梁
伝
」
隠
公
二
年
に
、
「
婦
人
、
家
に
在
り
て
は
父
に
制
せ
ら
れ
、
既
に

嫁
げ
ば
夫
に
制
せ
ら
れ
、
夫
死
す
れ
ば
長
子
に
従
ふ
。
婦
人
専
行
せ
ず
、
必
ず

従
ふ
こ
と
有
る
な
り
」
と
あ
り
、
「
礼
記
し
郊
特
性
篇
に
は
、
「
婦
人
、
人
に

従
ふ
者
な
り
。
幼
く
し
て
は
父
兄
に
従
ひ
、
嫁
し
て
は
夫
に
従
ひ
、
夫
死
し
て

は
子
に
従
ふ
」
と
見
え
、
「
大
戴
礼
記
』
本
命
篤
に
は
、
「
婦
人
、
人
に
伏
す

る
な
り
。
是
の
故
に
専
制
の
義
無
く
し
て
三
従
の
義
有
り
。
家
に
在
り
て
は
父

に
従
ひ
、
人
に
適
き
て
は
夫
に
従
ひ
、
夫
死
す
れ
ば
子
に
従
ふ
。
敦
へ
て
自
ら

遂
げ
る
所
無
き
な
り
」
と
あ
り
。
「
白
虎
通
義
」
嫁
要
篇
に
、
「
家
に
在
り
て

は
父
母
に
従
ひ
、
既
に
嫁
げ
ば
夫
に
従
ひ
、
夫
役
す
れ
ば
子
に
従
ふ
な
り
。
伝

に
日
く
、
婦
人
に
三
従
の
義
有
り
と
」
と
い
う
。

こ
の
「
女
三
従
」
は
、
従
来
、
儒
教
封
建
社
会
に
お
け
る
女
性
蔑
視
や
男
尊

女
卑
の
考
え
方
の
原
点
と
し
て
中
国
女
性
学
研
究
者
か
ら
注
目
さ
れ
る
文
句
で

あ
る
。
し
か
し
、
男
性
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
在
っ
て
、
常
に
従
う
女
性
を
持

つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
男
尊
の
自
覚
を
持
ち
え
る
存
在
で
あ
る
こ
と
に
注

目
す
る
な
ら
、
儒
教
社
会
に
お
い
て
、
男
性
は
、
各
々
の
立
場
で
女
性
に
支
え

ら
れ
る
こ
と
な
し
に
は
社
会
的
存
在
と
な
り
得
な
い
人
間
存
在
と
規
定
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
。

「
長
則
為
家
之
賢
婦
、
老
則
為
子
之
慈
親
」
は
、
先
ず
、
夫
王
遵
の
良
き
妻

と
し
て
、
姑
の
楊
進
(
王
博
の
妻
)
に
仕
え
、
子
を
教
導
し
て
、
海
内
の
名
士

に
し
た
こ
と
を
い
う
。
ま
た
年
老
い
て
は
、
子
王
商
の
社
会
的
活
動
を
支
え
、

姑
と
し
て
も
そ
の
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
い
う
。

(
8
)
　
「
終
温
且
恵
、
乗
心
塞
淵
」
に
つ
い
て
、
r
詩
経
」
邪
風
の
「
燕
燕
」

に
、
「
仲
氏
、
任
只
に
し
て
、
其
の
心
は
塞
淵
な
り
。
終
に
温
に
し
て
且
つ
恵

に
、
善
く
其
の
身
を
慎
む
」
と
あ
る
。
ま
た
、
同
書
廊
風
の
「
定
之
方
中
」
に
、

「
心
を
乗
る
こ
と
塞
淵
な
り
」
と
あ
る
。

○
女
性
史
資
料
と
し
て
の
観
点

こ
の
伝
記
の
女
性
史
資
料
と
し
て
の
特
質
と
し
て
、
家
を
守
護
す
る
母
性
と

し
て
の
姑
の
存
在
や
嫁
と
姑
の
調
和
に
注
目
せ
し
め
る
点
が
興
味
深
い
。

王
氏
に
は
、
代
々
母
儀
豊
か
な
女
性
が
続
き
、
か
の
女
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
に
、

家
を
支
え
夫
を
補
佐
し
子
を
訓
育
し
、
か
つ
姑
と
し
て
嫁
を
良
く
訓
導
し
、
こ

7
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れ
に
よ
っ
て
家
門
は
安
定
し
維
持
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
梓
泣
郡
に
、
王

堂
夫
人
季
要
が
見
え
、
壕
為
郡
に
は
、
そ
の
長
子
王
博
妻
楊
進
が
見
え
、
季
姜

「
梓
泣
郡
列
女
」
の
①
「
王
堂
夫
人
文
極
季
姜
」
に
取
り
上
げ
る
が
、
こ
こ
で

は
、
そ
こ
に
掲
げ
る
王
堂
の
世
系
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
く
。

に
お
い
て
、
季
姜
・
楊
進
と
こ
の
叔
紀
を
三
母
と
称
し
て
い
る
。
「
王
堂
」
に

つ
い
て
は
、
後
の
「
梓
泣
列
女
」
の
「
王
堂
夫
人
季
姜
」
に
、
「
王
博
」
に
つ

い
て
は
、
「
壌
為
列
女
」
の
「
王
博
妻
楊
進
」
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
関
連
資
料

を
紹
介
す
る
。
王
氏
は
代
々
賢
母
や
威
厳
あ
っ
て
配
慮
深
い
姑
に
よ
っ
て
そ
の
　
　
王
堂
祖
母
　
-
　
○
　
-
　
王
堂

楊
進
　
　
張
叔
紀

家
門
の
繁
栄
を
維
持
し
た
典
型
的
な
家
柄
で
あ
る
。
儒
教
社
会
家
族
制
に
お
け

る
家
門
維
持
の
本
質
を
考
察
す
る
に
注
目
す
べ
き
資
料
の
一
と
見
得
よ
う
。
な

お
、
注
(
4
)
　
に
も
指
摘
し
た
ご
と
く
、
こ
の
「
三
母
」
　
の
観
点
が
、
劉
向

「
列
女
伝
』
母
儀
篇
の
「
周
室
三
母
」
を
背
景
と
し
て
い
る
点
に
も
注
目
し
て

お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

す
で
に
(
4
)
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
任
氏
r
校
補
図
注
」
巻
一
〇
中
広
漠

士
女
の
「
王
堂
」
に
対
す
る
注
解
説
で
、
王
堂
は
、
そ
の
政
損
は
詳
ら
か
で
は

な
い
が
、
挙
賢
・
任
能
が
称
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
当
時
、
地
主
階
層
の
願

望
の
官
吏
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
ま
た
楊
樹
逮
「
積
微
居
小
学
金
石

論
叢
』
巻
五
(
科
学
出
版
社
、
一
九
五
五
、
増
訂
本
「
横
微
居
小
学
金
石
論
叢
」
に
て

は
巻
六
)
に
「
後
浜
王
道
世
系
考
」
　
(
一
九
三
一
年
一
二
月
二
〇
日
)
が
有
り
、

そ
の
指
摘
を
紹
介
す
る
。
す
な
わ
ち
、
王
堂
か
ら
六
世
の
孫
王
化
兄
弟
に
至
る

ま
で
、
洪
二
二
回
・
晋
の
三
代
、
高
官
で
名
高
い
人
が
続
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、

堂
の
祖
母
の
義
方
の
教
え
に
発
す
る
も
の
で
、
堂
は
こ
の
祖
母
の
薫
陶
を
受
け

て
、
そ
の
人
と
な
り
は
方
正
厳
格
で
独
立
不
移
と
い
う
ふ
う
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
夫
人
の
季
妾
、
子
の
妻
楊
進
、
孫
の
王
達
妾
張
叔
紀
の
諸
人
が
、
家
風
を

よ
く
受
け
継
ぎ
、
賢
声
が
墜
ち
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
王
氏
が
世
々
興
隆
し
た

の
は
当
然
で
あ
る
と
い
う
。
王
氏
「
後
浜
王
道
世
系
考
」
に
つ
い
て
は
、
後
の

一■一.1‥一-1一一‥-.一一…一…‥ふ

祐獲
(
或
作
濯
)
-
士甫



)見下(稿兢究研記伝女列.
.
■志国陽華

.

.

.

.

.

と
こ
ろ
で
、
姑
と
婦
の
理
想
的
な
調
和
と
信
頼
関
係
が
保
た
れ
、
こ
れ
が
三

代
続
い
て
安
定
し
た
家
宝
興
隆
の
基
盤
が
確
立
し
た
こ
と
の
称
賛
さ
れ
る
点
で

注
目
さ
れ
る
の
は
、
劉
向
「
列
女
伝
」
に
お
け
る
、
「
母
儲
」
篇
の
「
周
室
三

母
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
王
季
の
母
太
姜
・
王
季
の
妃
大
任
・
そ
の
子
文
王

の
妃
太
奴
で
、
「
大
敗
、
大
要
・
大
任
を
思
眉
し
、
旦
夕
、
動
労
し
て
、
以
て

婦
道
を
進
む
。
…
…
文
王
、
外
を
治
め
。
文
母
、
内
を
治
む
。
大
敗
、
十
男
を

生
む
」
と
あ
り
、
頒
に
、
「
周
室
三
母
、
太
姜
・
任
・
魁
な
り
。
文
武
の
興
る

は
、
蓋
し
斯
れ
に
由
り
て
起
こ
る
。
太
奴
最
も
賢
に
し
て
、
号
し
て
文
母
と
日

ふ
。
三
姑
の
徳
、
亦
た
甚
だ
大
な
り
」
と
あ
る
。

姑
の
家
に
お
け
る
権
限
に
は
、
儒
教
社
会
家
族
制
に
お
け
る
特
有
の
性
格
が

う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
郁
孟
何
母
」
　
の
場
合
に
も
同
様
で
あ
る
。

姑
に
対
し
て
、
孟
子
の
妻
が
、
夫
の
対
応
に
つ
い
て
の
不
満
を
女
性
の
立
場
か

ら
訴
え
、
孟
母
は
息
子
の
配
慮
不
足
を
た
し
な
め
て
い
る
。
孟
子
は
母
の
諌
言

に
従
順
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
、
結
婚
後
の
孟
子
の
夫
婦
関
係
に
強
い
影
響
力

を
持
つ
姑
の
権
限
に
興
味
深
い
特
色
が
観
取
で
き
る
。
姑
の
情
愛
や
配
慮
に
つ

い
て
説
く
も
の
は
「
荷
姑
定
姜
」
で
あ
る
。
衛
定
公
の
公
子
が
要
っ
て
後
、
子

無
く
し
て
先
立
つ
、
三
年
の
喪
を
終
え
た
公
子
の
婦
を
生
家
に
帰
す
こ
と
に
な

り
、
公
子
の
母
で
あ
る
定
公
夫
人
定
妾
は
姑
と
し
て
心
を
込
め
て
公
子
の
婦
を

送
る
。
定
妾
の
詩
の
一
節
と
す
る
「
先
君
を
之
れ
恩
ひ
て
、
以
て
寡
人
に
畜
す
」

に
、
嫁
姑
の
間
の
厚
い
配
慮
の
交
流
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
詩
の

見
え
る
「
詩
経
』
顆
風
の
燕
燕
は
、
r
毛
詩
』
で
は
、
「
衛
の
荘
妾
が
帰
妾
を

送
る
」
内
容
と
解
し
て
お
り
、
劉
向
の
示
す
伝
記
内
容
と
必
ず
し
も
一
致
し
な

い
が
、
姑
と
子
の
責
と
の
心
の
触
れ
合
い
を
テ
ー
マ
と
す
る
点
で
は
共
通
す
る
。

こ
れ
に
関
す
る
文
献
上
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
著
「
劉
向
「
列
女
伝
」
の
研

究
」
　
(
東
海
大
学
出
版
会
二
九
八
九
)
の
、
一
七
九
頁
以
下
参
照
。

ま
た
、
姑
へ
の
嫁
の
配
慮
を
語
る
も
の
に
、
「
宋
飽
女
宗
」
　
(
賢
明
)
が
あ

る
。
夫
が
衛
に
仕
え
る
こ
と
三
年
で
、
外
賓
を
要
る
が
、
女
宗
は
姑
を
養
う
こ

と
甚
だ
謹
む
と
い
う
。
兄
嫁
が
、
妾
と
し
て
愛
さ
れ
な
い
以
上
、
去
る
べ
き
だ

と
説
得
す
る
が
、
女
宗
は
、
夫
が
死
し
て
も
嫁
せ
ず
、
舅
姑
に
仕
え
る
の
が
嫁

と
し
て
の
己
の
務
め
だ
と
し
て
去
ら
ず
、
姑
に
仕
え
る
こ
と
愈
々
謹
ん
だ
と
い

う
。
「
陳
寡
孝
婦
」
　
(
貞
順
)
は
、
嫁
い
で
間
も
な
く
、
子
を
設
け
ぬ
内
に
夫

は
出
征
す
る
。
兄
弟
の
無
い
夫
は
、
老
後
の
母
の
面
倒
を
依
頼
す
る
。
夫
は
戦

死
し
生
家
の
父
母
は
寡
婦
と
な
っ
た
娘
を
再
婚
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
、
夫
と
の

約
束
を
果
た
し
て
姑
を
保
養
す
る
の
が
己
の
務
め
と
し
て
承
諾
せ
ず
、
姑
が
八

四
歳
で
死
ぬ
ま
で
面
倒
を
見
る
。
な
お
、
養
姑
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
著

「
儒
教
社
会
と
母
性
-
母
性
の
威
力
の
観
点
で
み
る
浜
貌
晋
中
国
女
性
史
-
』

(
研
文
出
版
二
九
九
〇
)
　
の
、
三
三
七
頁
以
下
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

92

③
公
乗
会
婦
張
氏
(
「
目
録
」
に
、
「
公
乗
会
の
婦
張
氏
」
と
あ
り
、
原
注
に
、

「
広
都
の
人
な
り
」
と
い
う
)

公
乗
氏
張
(
1
)
、
両
髭
(
2
)
の
義
も
て
崇
く
す
。

原
文
(
公
乗
氏
張
、
両
壁
義
崇
)

公
乗
会
の
妻
は
、
広
都
の
張
氏
の
娘
で
あ
る
。
夫
が
早
く
に
死
ん
で
、
子
が

無
か
っ
た
。
姑
と
兄
弟
は
、
か
の
女
を
改
嫁
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
張
氏
は
、
誓

っ
て
承
諾
し
な
い
の
に
、
説
得
を
止
め
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
あ
げ
く
髪
を

断
ち
切
り
耳
を
削
い
で
し
ま
っ
た
。
会
の
族
子
を
も
ら
っ
て
育
て
、
生
涯
、
姑
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に
仕
え
た
。

原
文
(
公
乗
会
費
、
広
都
張
氏
女
也
、
夫
早
亡
、
子
無
、
姑
及
兄
弟
欲
改
嫁
之
、
張

誓
不
許
、
而
言
之
不
止
、
乃
断
髪
割
耳
、
養
会
族
子
、
事
姑
終
身
)

○
資
料
研
究

(
1
)
　
「
通
志
し
氏
族
略
「
以
爵
為
氏
」
の
「
公
乗
氏
」
に
、
「
古
の
爵
な
り
、

久
し
く
是
の
爵
に
居
る
者
の
子
孫
焉
を
氏
と
す
」
と
あ
る
。
任
氏
は
、
「
公
乗

氏
張
」
は
、
女
子
で
名
が
無
く
、
夫
と
父
の
姓
だ
け
を
著
わ
す
も
の
で
、
「
公

乗
張
氏
」
と
い
う
の
と
同
じ
と
い
う
。

(
2
)
　
「
両
髭
」
に
つ
い
て
　
「
詩
経
」
廊
風
の
「
柏
舟
」
に
、
「
汎
た
る
彼

の
柏
舟
、
彼
の
中
河
に
在
り
、
蟹
た
る
彼
の
両
宅
、
実
に
維
れ
我
が
儀
」
と
あ

る
。
「
詩
序
」
に
、
「
拍
舟
は
、
共
姜
自
ら
誓
ふ
な
り
。
衛
の
世
子
共
伯
、
蚤

死
し
、
其
の
要
義
を
守
る
。
父
母
、
奪
っ
て
之
を
嫁
せ
ん
と
欲
す
。
誓
っ
て
許

さ
ず
。
故
に
是
の
詩
を
作
っ
て
以
て
之
を
絶
す
」
と
す
る
。
「
毛
伝
」
に
、

「
宅
と
は
、
髪
眉
に
至
る
。
子
、
父
母
に
事
ふ
る
の
飾
り
な
り
。
儀
は
匹
な
り
」

と
い
う
。
ま
た
、
「
鄭
箋
」
に
、
「
両
髭
の
人
は
、
共
伯
を
謂
ふ
な
り
。
実
に

是
れ
我
の
匹
な
り
。
故
に
我
嫁
が
ざ
る
な
り
云
々
」
と
あ
る
。

r
御
覧
』
巻
三
七
三
の
「
髪
」
引
「
益
部
首
旧
伝
』
に
、
「
萄
郡
の
公
乗
会

の
責
、
同
県
張
氏
の
女
な
り
、
会
、
早
に
卒
す
、
後
、
間
せ
ん
と
欲
す
る
者
あ

り
て
、
女
、
乃
ち
断
髪
割
耳
し
て
、
以
て
嫁
が
ざ
る
を
明
ら
か
に
す
」
と
あ
り
、

ま
た
、
同
巻
四
四
一
の
「
貞
女
下
」
引
.
「
益
部
首
旧
伝
』
に
、
「
萄
郡
広
都
の

公
乗
士
会
の
妻
な
る
者
は
、
同
県
張
氏
の
女
な
り
、
会
、
早
に
卒
す
、
年
壮
な

る
に
嗣
無
し
、
関
す
る
有
ら
ん
と
欲
す
る
者
あ
り
で
、
親
戚
、
将
に
以
て
之
を

許
せ
ん
と
す
、
発
憤
侃
偏
し
て
、
断
髪
割
耳
す
、
姑
に
事
へ
て
、
礼
を
尽
く
し

て
粛
恭
な
り
、
族
子
を
供
養
し
て
、
以
て
宗
廟
を
承
く
」
と
見
え
、
注
に
、

「
列
女
伝
に
、
熊
氏
の
女
、
断
髪
剖
耳
す
と
、
同
じ
」
と
。

○
女
性
史
資
料
と
し
て
の
観
点

こ
の
女
性
の
伝
記
に
つ
い
て
、
注
目
す
べ
き
点
は
、
夫
に
早
く
に
死
別
し
、

再
婚
を
迫
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
を
拒
否
し
て
身
を
傷
つ
け
て
い
る
こ
と
、

養
子
を
育
て
て
い
る
こ
と
、
姑
を
保
養
し
て
い
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

再
婚
を
迫
ら
れ
て
己
が
身
を
傷
つ
け
た
例
と
し
て
顕
著
な
も
の
は
、
劉
向

「
列
女
伝
』
貞
順
篇
の
「
梁
寡
高
行
」
で
あ
る
。
年
若
く
し
て
夫
に
死
別
し
た

梁
の
寡
婦
が
あ
り
、
美
人
で
身
だ
し
な
み
も
良
く
、
再
婚
を
望
む
貴
人
が
後
を

絶
た
ず
、
つ
い
に
梁
王
が
招
聴
す
る
に
い
た
る
。
逃
れ
得
ざ
る
立
場
に
置
か
れ

た
か
の
女
は
、
貞
節
を
全
う
し
幼
孤
を
養
う
べ
き
自
覚
を
表
明
し
て
、
己
が
鼻

を
割
い
て
容
貌
を
損
な
う
。
後
浜
時
代
の
「
武
梁
氏
石
室
画
像
」
に
も
こ
れ
を

刻
し
て
い
る
。
こ
の
他
、
夫
の
死
後
も
身
持
ち
正
し
く
処
す
る
も
の
と
し
て
、

「
貞
順
」
篤
の
「
宋
恭
伯
姫
」
が
有
る
。
恭
公
の
死
後
、
あ
る
夜
失
火
が
有
り
、

左
右
の
者
が
避
難
す
る
よ
う
に
勧
め
る
が
、
保
母
・
伸
母
が
ま
だ
至
ら
ぬ
こ
と

を
理
由
に
動
か
ず
、
遂
に
焼
死
す
る
。
「
母
儀
」
篇
の
「
魯
之
母
師
」
も
九
子

を
養
う
寡
婦
で
あ
る
が
、
婦
人
三
従
の
義
を
大
切
に
、
夫
の
死
後
の
家
を
守
っ

て
い
る
。
ま
た
、
「
貞
順
」
篤
の
「
衛
寡
夫
人
」
は
、
嫁
す
る
と
同
時
に
夫
君

が
死
に
、
君
位
を
継
い
だ
弟
が
再
婚
を
望
む
が
、
こ
れ
を
拒
絶
す
る
。
同
篇
の

「
息
君
夫
人
」
は
、
国
は
楚
に
放
ら
れ
、
夫
君
は
虜
に
さ
れ
て
、
夫
人
は
楚
王

の
妻
に
さ
れ
よ
う
と
す
る
が
こ
れ
を
拒
絶
し
て
自
殺
す
る
。
他
に
、
「
楚
平
伯

亮
」
や
「
楚
自
貞
姫
」
も
、
再
婚
を
拒
絶
し
た
事
例
と
で
き
よ
う
。
「
陳
寡
孝

婦
」
は
夫
の
死
後
、
年
若
く
し
て
寡
と
な
っ
た
こ
と
を
憐
れ
む
父
母
は
再
婚
さ

03
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せ
よ
う
と
す
る
が
、
自
殺
も
辞
さ
ぬ
と
し
て
聞
き
入
れ
ず
、
老
い
た
姑
を
養
う
。

な
お
、
注
(
2
)
に
解
説
し
た
「
詩
経
』
廊
風
の
「
柏
舟
」
の
「
詩
序
」
の
場

合
、
荷
の
世
子
恭
伯
が
若
死
に
し
、
妻
は
、
こ
れ
も
父
母
が
再
婚
さ
せ
よ
う
と

す
る
が
拒
絶
し
て
い
る
。
「
華
陽
国
志
」
　
に
も
再
婚
拒
否
の
事
例
は
多
い
。
苛

郡
の
「
楊
鳳
珪
妻
」
・
「
便
敬
賛
妻
」
・
「
景
奇
妻
」
・
「
超
憲
妻
」
を
は
じ

め
、
広
漠
郡
の
「
司
馬
雅
妻
」
・
「
靡
伯
妻
」
・
「
便
敬
重
」
・
「
礪
季
宰
妻
」

・
「
王
輔
妻
」
・
「
楊
文
責
」
・
「
衷
椎
妻
」
・
「
王
上
妻
」
、
壕
為
郡
の

「
相
登
妻
」
・
「
周
紀
要
」
・
「
張
惟
妻
」
・
「
芦
仲
譲
妻
」
、
梓
泣
郡
の

「
虞
顕
妻
」
な
ど
は
、
夫
に
先
立
た
れ
、
父
母
や
周
囲
の
者
に
再
婚
を
迫
ら
れ

こ
れ
を
拒
否
し
て
い
る
。
こ
の
内
、
身
を
傷
つ
け
る
者
に
、
「
楊
鳳
珪
妻
」
・

「
靡
伯
妻
」
・
「
便
敬
妻
」
・
「
礪
季
宰
妻
」
・
「
王
輔
妻
」
・
「
相
登
妻
」

な
ど
が
あ
り
、
自
殺
す
る
者
に
、
「
便
敬
賢
妻
」
・
「
超
悪
妻
」
・
「
楊
文
責
」

・
「
衷
椎
妻
」
・
「
王
上
妻
」
・
「
周
紀
妻
」
・
「
張
惟
妻
」
・
「
デ
仲
譲
妾
」

・
「
虞
顕
妻
」
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
内
、
助
け
ら
れ
て
「
楊
文
責
」
・
「
周
紀

妻
」
・
「
張
惟
妻
」
は
未
遂
で
あ
る
。
r
後
漢
書
」
列
女
伝
に
も
、
「
劉
長
卿

妻
」
に
再
婚
拒
否
の
意
思
表
示
の
た
め
に
耳
を
切
り
落
と
し
て
い
る
。
「
陰
瑜

妻
」
は
、
再
婚
を
強
要
さ
れ
て
自
殺
し
て
い
る
。
「
晋
書
し
列
女
伝
の
場
合
、

「
皮
京
妻
」
は
、
年
若
く
し
て
寡
婦
と
な
る
が
、
再
婚
せ
ず
、
五
十
余
歳
で
死

ぬ
。
「
陳
婦
人
」
も
、
身
を
傷
つ
け
て
再
婚
を
拒
否
し
て
い
る
。
「
段
豊
妻
」

は
、
夫
が
殺
さ
れ
、
「
貞
女
は
二
夫
を
更
め
ず
」
と
言
っ
て
自
殺
す
る
。

儒
教
社
会
に
お
け
る
再
婚
否
定
の
理
念
は
、
も
と
も
と
貞
節
観
念
と
の
関
連

が
温
く
、
男
性
を
主
と
し
て
、
従
と
す
る
女
性
に
こ
れ
を
支
え
さ
せ
る
考
え
方

に
そ
の
根
を
発
し
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
再
婚
は
必
ず
し
も
禁
止
さ

れ
て
は
居
ら
ず
、
そ
の
事
例
が
多
い
こ
と
は
、
諸
家
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
「
呂
思
勉
読
史
札
記
』
秦
漠
の
「
出
妻
改
嫁
」
に
も
述
べ
る
。
こ
れ
ら
貞

節
観
念
や
再
婚
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
「
儒
教
社
会
と
母
性
』
の
研

究
篇
第
七
章
「
妻
の
母
性
の
構
造
」
や
第
四
章
「
「
女
試
し
に
お
け
る
女
性
教

導
と
主
婦
の
位
置
」
な
ど
に
論
述
指
摘
し
て
い
る
。

○
再
婚
に
関
す
る
認
識
に
つ
い
て

中
国
歴
史
上
に
お
け
る
婚
姻
を
巡
る
諸
問
題
に
つ
い
て
の
研
究
者
の
お
お
む

ね
の
見
解
は
、
再
婚
や
貞
節
に
対
す
る
関
心
が
深
ま
り
始
め
る
の
は
浜
代
以
後

の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
「
詩
経
』
邪
風
の
凱
風
は
、
夫
の
死
後
、
再
婚

し
よ
う
と
す
る
七
人
の
子
を
持
つ
女
性
が
有
り
、
子
ら
は
母
の
気
持
ち
を
安
ん

じ
得
な
い
己
を
安
め
る
内
容
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
「
孟
子
』
告
子

下
篇
に
、
何
故
子
ら
は
怨
ま
な
い
の
か
と
質
問
す
る
告
子
に
対
し
て
、
孟
子
は
、

親
の
過
ち
を
小
だ
か
ら
と
述
べ
て
い
る
。
陳
顧
遠
「
中
国
婚
姻
史
」
　
(
商
務
印

書
館
、
一
九
三
六
)
は
こ
れ
に
注
目
し
て
、
古
来
の
礼
教
上
で
、
再
婚
を
必
ず

し
も
否
定
し
て
い
な
い
証
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
盛
義
「
中
国
婚
俗
文
化
』
第

章
婚
姻
観
(
上
海
文
芸
出
版
社
、
一
九
九
四
)
　
に
よ
れ
ば
、
r
儀
礼
』
喪
服
の

「
斉
衰
不
杖
期
」
に
、
「
継
父
の
同
居
す
る
者
の
た
め
に
す
」
と
あ
る
点
に
注

目
し
て
、
安
公
彦
の
流
に
、
「
礼
記
』
郊
特
性
や
r
詩
経
』
廊
風
の
拍
舟
の
例

と
比
較
し
っ
つ
、
「
嫁
す
る
有
る
者
は
、
嫁
せ
ざ
る
に
如
か
ざ
れ
ど
も
、
聖
人

之
を
許
す
」
と
述
べ
て
い
る
の
を
指
摘
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
盛
氏
は
、
先
秦

時
代
に
お
い
て
は
、
再
嫁
の
寡
婦
は
、
節
婦
と
同
様
に
褒
奨
さ
れ
る
存
在
で
は

あ
り
得
な
か
っ
た
が
、
礼
教
に
違
反
す
る
行
為
と
も
さ
れ
な
か
っ
た
証
と
す
る
。

r
周
礼
』
地
官
の
媒
氏
に
、
「
中
春
の
月
、
男
女
を
会
せ
合
む
、
…
…
男
女
の

夫
家
無
き
者
を
司
ひ
て
之
を
会
す
」
と
あ
り
、
「
夫
家
無
き
者
」
に
つ
い
て
、

13
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鄭
玄
注
は
、
「
男
女
の
鯨
寡
な
る
者
を
謂
ふ
」
と
し
、
貢
公
彦
疏
に
、
「
是
れ

嘗
て
匹
配
有
り
」
と
説
明
す
る
。
ま
た
、
「
詩
経
』
召
南
の
行
露
の
鄭
玄
箋
に
、

「
周
礼
』
　
の
こ
こ
を
引
き
、
孔
頼
通
疏
は
、
初
婚
で
な
い
男
女
を
指
す
と
見
て

い
る
。
た
だ
し
孫
詣
譲
「
周
礼
正
義
』
は
、
荘
存
与
や
呂
飛
鵬
の
説
に
よ
り
、

男
三
十
・
女
二
十
で
ま
だ
相
手
の
定
ま
ら
ぬ
者
を
指
し
て
い
る
の
だ
と
し
、
か

っ
て
匹
配
が
有
っ
た
者
の
み
を
課
寡
と
い
う
と
は
限
ら
ぬ
と
す
る
。
再
嫁
・
再

婚
は
法
の
禁
じ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
官
で
司
察
し
て
会
す
る
こ
と
も
な
い

と
論
じ
て
い
る
。
孫
氏
の
指
摘
は
尤
も
で
あ
る
が
、
「
鰊
寡
」
の
意
味
を
一
方

に
限
定
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
貿
・
孔
両
説
も
成
り
立
つ
と
し
て
良
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
、
侯
家
駒
著
「
周
礼
研
究
』
　
(
聯
経
出
版
.
一
九
八
七
)

第
七
章
第
三
節
に
、
媒
氏
が
人
民
の
婚
姻
を
司
る
と
し
、
再
婚
も
こ
れ
に
含
め

て
い
る
。
「
管
子
』
入
国
篤
に
、
「
課
寡
を
取
し
て
之
を
合
和
し
、
田
宅
を
予

へ
て
、
之
を
室
家
に
す
」
と
あ
り
、
郭
抹
若
等
撰
r
管
子
集
枚
』
引
金
廷
桂

(
「
管
子
参
解
し
)
　
は
「
課
寡
」
　
の
諸
例
を
掲
げ
、
妾
を
喪
っ
た
者
を
指
す

「
課
」
、
夫
を
喪
っ
た
妻
を
指
す
「
寡
」
の
例
を
示
し
、
貌
晋
間
の
「
寡
婦
威
」

は
、
専
ら
夫
を
喪
失
し
た
者
を
指
す
と
し
て
い
る
。

「
中
国
婚
俗
文
化
し
　
(
前
掲
書
)
や
張
涛
「
中
国
古
代
婚
姻
』
　
(
山
東
教
育
出

版
社
.
一
九
九
〇
)
な
ど
に
も
、
先
案
時
代
に
は
婦
女
の
再
嫁
の
風
俗
は
一
般

的
で
あ
っ
た
と
し
、
「
左
伝
』
宣
公
十
一
年
の
夏
姫
・
哀
公
十
一
年
の
大
叔
疾

の
場
合
や
侶
公
二
三
年
の
懐
扇
の
重
耳
へ
の
再
嫁
や
閃
公
三
年
の
衛
の
恵
公
と

宣
妾
の
場
合
な
ど
を
掲
げ
る
。

秦
始
皇
帝
は
、
女
子
の
貞
節
や
男
子
の
淫
欲
に
つ
い
て
の
厳
し
い
指
摘
を
し

て
い
る
。
二
八
年
の
泰
山
の
刻
石
に
は
、
「
貴
戌
分
明
に
、
男
女
礼
順
に
し
て
、

職
事
に
慎
逢
す
。
内
外
を
昭
隔
し
て
、
清
浄
に
し
て
後
嗣
に
施
さ
ざ
る
は
靡
し
」

と
あ
り
、
三
七
年
の
会
稽
の
刻
石
に
は
、
「
省
て
る
を
飾
り
、
子
有
り
て
嫁
ぐ

を
、
死
せ
る
に
倍
き
て
貞
な
ら
ず
と
す
。
内
外
を
防
隔
し
、
淫
決
を
禁
止
し
て
、

男
女
　
繋
誠
な
り
。
夫
寄
粥
を
為
せ
ば
、
之
を
殺
す
も
罪
無
し
と
し
て
、
男

義
理
を
乗
る
。
妻
　
逃
嫁
を
為
せ
ば
、
子
　
母
と
す
る
を
得
ず
と
し
て
、
成
な

廉
清
に
化
す
」
と
あ
る
。
ま
た
始
皇
帝
は
、
寡
婦
と
し
て
家
の
業
を
守
り
通
し

た
巴
苛
の
清
と
い
う
婦
人
を
貞
女
と
し
、
「
女
懐
清
台
」
を
築
い
て
い
る

(
r
史
記
L
貨
殖
列
伝
)
。

浜
代
に
は
、
貞
女
が
表
彰
さ
れ
た
例
が
い
く
つ
か
見
え
る
。
宣
帝
の
神
爵
四

年
に
、
「
貞
女
順
女
に
岳
を
賜
る
」
　
(
「
漢
書
L
宣
帝
紀
)
と
あ
り
、
平
帝
の

元
始
元
年
に
、
「
貞
女
を
復
す
る
こ
と
、
郷
ご
と
に
一
人
」
　
(
r
漢
書
」
平
帝

紀
)
と
い
う
。
ま
た
後
浜
の
安
帝
の
元
初
六
年
に
は
、
「
詔
し
て
日
く
、
…
…

貞
女
を
表
す
云
々
…
…
其
れ
…
…
貞
婦
の
節
義
有
る
に
は
、
十
斜
(
を
掛
り
)
、

門
間
を
蛮
表
し
、
灰
の
行
ひ
を
旗
顕
せ
よ
」
と
見
え
る
(
r
後
漢
書
」
安
帝
紀
)

な
ど
で
あ
る
。

「
礼
記
し
郊
特
牲
篇
に
、
「
壱
た
び
之
と
弄
す
れ
ば
、
終
身
改
め
ず
。
故
に

夫
死
す
れ
ば
嫁
せ
ず
」
　
(
「
斉
」
に
つ
い
て
、
鄭
注
は
、
「
斉
」
或
い
は
「
醍
」
に

為
る
と
指
摘
す
る
。
r
白
虎
通
し
に
、
「
一
た
び
之
と
斉
す
れ
ば
、
終
身
改
め
ず
」
と

あ
り
、
陳
立
「
疏
証
し
は
、
「
古
本
多
く
醍
に
作
る
。
斑
氏
拠
る
所
の
本
、
必
ず
同
じ

き
な
ら
ん
云
々
」
と
い
う
。
「
列
女
伝
」
賢
明
篇
「
宋
飽
女
宗
」
伝
の
梁
端
注
に
、

「
斉
」
　
「
醍
」
は
声
近
く
通
借
で
あ
る
と
す
る
)
と
あ
り
、
再
婚
を
否
定
す
る
。
劉

向
「
列
女
伝
』
は
、
女
性
の
貞
節
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。

「
宋
醜
女
宗
」
　
(
賢
明
)
に
、
「
婦
人
、
一
た
び
醍
す
れ
ば
改
め
ず
、
夫
死
し

て
は
嫁
せ
ず
」
と
あ
り
、
「
英
人
之
妾
」
　
(
貞
順
)
に
は
、
「
壱
た
び
之
と
醍

す
れ
ば
、
終
身
改
め
ず
」
と
見
え
る
。
ま
た
女
性
の
貞
節
を
重
視
す
る
見
方
は
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貞
順
篤
の
中
心
テ
ー
マ
と
も
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
女
性
の
貞
節
に
関
す
る
諸

問
題
や
関
連
す
る
事
例
等
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
「
儒
教
社
会
と
母
性
」
の

二
二
四
～
二
二
六
貢
・
三
一
九
～
三
五
一
頁
等
に
論
じ
て
い
る
。

○
再
嫁
を
巡
っ
て

と
こ
ろ
で
、
女
性
の
貞
節
へ
の
関
心
が
次
第
に
高
ま
っ
て
い
す
た
こ
と
は
、

時
代
の
一
つ
の
状
況
と
し
て
認
識
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
現
実
に
お
い
て

は
、
女
性
の
再
嫁
は
、
特
に
権
力
の
上
層
に
お
い
て
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
も
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

浜
高
祖
の
薄
姫
は
、
親
王
豹
の
宮
に
入
っ
た
が
、
後
に
高
祖
が
後
宮
に
入
れ

て
い
る
(
「
史
記
」
外
戚
世
家
一
九
・
r
漢
書
し
外
戚
列
伝
六
七
上
)
。

平
陽
公
主
は
、
初
め
曹
時
に
嫁
い
で
、
子
譲
を
生
ん
だ
が
、
時
が
痛
を
病
ん

で
国
に
帰
っ
た
(
「
史
記
」
曹
相
国
世
家
二
四
、
な
お
、
r
漢
書
」
衛
音
名
去
病
列
伝

二
五
に
は
、
「
平
陽
侯
曹
寿
、
武
帝
の
姉
陽
信
長
公
主
を
尚
す
」
と
い
う
。
「
時
」

「
寿
」
に
つ
い
て
は
、
王
先
謙
r
漢
書
補
注
」
に
諸
家
の
考
証
を
載
せ
、
同
一
人
と
す

る
)
。
後
に
詔
に
よ
り
、
衛
青
が
公
主
を
要
っ
て
い
る
(
r
史
記
」
外
戚
世
家
一

九
・
「
漢
書
」
衛
青
雲
去
病
列
伝
二
五
)
。

武
帝
は
、
五
〇
才
余
で
寡
居
の
館
陶
公
主
が
、
董
借
を
幸
し
て
い
る
こ
と
を

知
っ
て
も
、
借
を
処
罰
せ
ず
衣
冠
を
賜
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
東
方
朔
は
「
董

借
に
斬
罪
三
有
り
」
と
し
て
諌
め
、
「
男
女
の
化
を
放
り
婚
姻
の
礼
を
乱
す
云

々
」
と
述
べ
て
い
る
(
r
漢
書
」
東
方
朔
列
伝
三
五
)
。

景
帝
の
王
皇
后
(
「
史
記
」
外
戚
世
家
一
九
・
r
漢
書
」
外
戚
列
伝
六
七
上
)
は
、

最
初
に
金
王
孫
に
嫁
い
で
い
る
し
、
そ
の
母
病
児
は
、
初
め
王
仲
に
嫁
ぎ
、
仲

の
死
後
長
陵
の
田
氏
に
再
嫁
し
て
い
る
。

宣
帝
の
母
た
る
王
夫
人
の
母
王
姐
は
初
め
王
更
得
に
嫁
ぎ
、
更
得
の
死
後
王

廼
始
に
再
嫁
し
て
い
る
(
r
漢
書
」
外
戚
列
伝
六
七
上
)
。

武
敬
公
主
(
師
古
注
は
、
成
帝
の
姉
や
元
帝
の
姉
と
す
る
説
を
否
定
し
、
元
帝
の
妹

と
す
る
)
は
、
張
湯
の
子
張
臨
と
婚
す
る
が
、
後
に
寡
と
な
り
、
薛
宝
と
婚
す

る
(
r
漢
書
J
張
湯
列
伝
二
九
・
薛
宣
列
伝
五
三
)
。

許
后
の
姉
妹
は
、
初
め
龍
横
恩
侯
夫
人
で
あ
っ
た
が
、
後
、
寡
と
な
り
、
淳

子
長
と
私
通
し
、
小
委
と
な
る
(
r
漢
書
」
俊
幸
列
伝
六
三
淳
干
長
)
。

元
帝
の
博
昭
儀
の
母
は
、
鄭
翁
と
再
婚
し
て
い
る
(
r
漢
書
」
外
戚
列
伝
六
七

下
)
。次

に
、
王
室
関
係
以
外
に
目
を
転
じ
て
み
る
と
、

陳
平
は
、
改
嫁
五
度
に
及
び
そ
の
夫
も
死
ん
で
貰
い
手
の
な
い
張
負
の
孫
女

を
妻
に
し
て
い
る
。
(
「
史
記
」
世
家
二
六
・
r
漢
書
L
列
伝
一
〇
)
。

張
耳
は
、
外
黄
の
宮
人
の
娘
で
、
庸
奴
に
嫁
い
で
い
た
が
こ
れ
か
ら
逃
げ
だ

し
た
女
性
と
結
婚
し
て
い
る
(
r
史
記
」
列
伝
二
九
・
「
漢
書
」
列
伝
二
)
。

季
陵
は
、
蘇
武
に
伝
え
て
、
旬
奴
に
捕
ら
え
ら
れ
た
後
、
武
の
妻
が
再
嫁
し

た
と
言
っ
て
い
る
(
r
漢
書
」
列
伝
二
四
)
。

司
馬
相
如
、
は
寡
婦
に
な
っ
た
ば
か
り
の
卓
文
君
と
駆
け
落
ち
し
て
い
る
。

(
「
史
記
」
列
伝
五
七
・
r
漢
書
」
列
伝
二
七
上
)
。

王
鳳
は
、
そ
の
妾
の
妹
張
美
人
が
結
婚
経
験
が
有
る
こ
と
を
知
っ
て
い
な
か

ら
、
こ
れ
を
後
宮
に
入
れ
て
い
る
(
「
決
書
J
列
伝
六
八
)
。

朱
男
臣
の
貧
し
か
っ
た
頃
に
、
夫
に
愛
想
を
尽
か
し
た
妻
は
、
去
っ
て
他
へ

嫁
す
る
(
r
漢
書
」
列
伝
三
四
上
)
。

前
浜
時
代
、
儒
教
倫
理
へ
の
関
心
の
深
化
と
そ
の
浸
透
に
従
っ
て
、
貞
節
へ

の
関
心
が
次
第
に
深
ま
っ
て
は
い
く
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
実
際
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に
は
、
現
実
の
問
題
が
理
念
を
越
え
て
逼
迫
し
て
、
現
実
的
な
対
応
を
要
す
る

場
合
に
は
、
再
婚
改
嫁
は
徹
底
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
前
浜
文
帝
は
、
そ
の
遺
詔
に
お
い
て
、
「
夫
人
以
下
少
使
に
至
る
ま

で
を
帰
せ
」
と
し
て
い
る
(
r
決
書
」
文
帝
紀
第
四
)
。
萄
悦
「
前
浜
紀
』
巻
八

で
は
、
「
幸
す
る
所
の
慎
夫
人
以
下
少
使
に
至
る
ま
で
を
、
嫁
す
る
こ
と
を
待

合
む
」
と
い
う
。
王
先
謙
「
浜
書
補
注
」
は
、
「
帝
、
殆
ど
呂
威
の
事
に
璧
る

こ
と
有
る
な
ら
ん
」
と
い
う
。
景
帝
は
そ
の
元
年
の
詔
に
、
文
帝
の
徳
を
讃
え

て
、
「
美
人
を
出
し
て
人
の
世
を
絶
つ
を
重
ん
ず
」
と
い
い
、
崩
じ
て
、
「
宮

人
を
出
し
て
其
の
家
に
帰
す
」
と
い
う
(
「
決
書
」
景
帝
紀
第
五
)
。
成
帝
の
永

始
四
年
、
「
杜
陵
の
諸
の
未
だ
嘗
て
御
せ
ざ
る
者
を
出
し
て
家
に
帰
す
」

(
「
漢
書
」
成
帝
紀
第
一
〇
)
、
平
帝
の
死
後
も
文
帝
の
故
事
に
倣
っ
て
膵
妾
を

「
皆
な
帰
家
し
て
嫁
す
る
を
得
し
む
」
と
い
う
(
「
漢
書
」
平
帝
紀
第
一
二
)
。

ま
た
晃
錨
は
、
そ
の
詔
策
に
お
い
て
、
文
帝
の
政
治
を
謙
え
、
上
世
の
及
び
難

き
こ
と
を
列
挙
す
る
中
に
、
「
後
宮
出
嫁
」
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
文
帝
へ

の
守
辺
・
勧
農
の
疏
に
お
い
て
、
「
其
の
夫
若
し
く
は
妻
を
亡
ひ
し
者
に
は
、

県
官
買
も
て
之
を
予
へ
ん
。
人
情
、
匹
敵
有
る
に
非
ざ
れ
ば
、
能
く
久
し
く
は

其
.
の
処
に
安
ん
ず
る
能
は
ず
。
塞
下
の
民
、
禄
利
厚
か
ら
ず
し
て
、
′
久
し
く
は

危
難
の
地
に
居
ら
使
む
可
か
ら
ず
云
々
」
と
い
う
(
・
r
漢
書
」
列
伝
一
九
兄
錯
伝
)
。

そ
し
て
、
先
に
掲
げ
た
諸
事
例
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
な
事
情
の
下

に
お
い
で
こ
れ
が
施
行
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
わ
事
わ
れ

は
、
前
浜
時
代
に
お
い
て
は
再
婚
改
嫁
に
関
し
て
、
こ
れ
が
貞
節
観
念
の
時
外

に
置
か
れ
、
全
く
放
任
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
論
拠
と
す
べ
き
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
。

○
女
性
教
導
へ
の
関
心
と
時
代
状
況
に
つ
い
て

と
こ
ろ
で
、
儒
教
主
義
の
家
族
倫
理
に
立
脚
し
た
族
的
結
合
を
背
景
と
す
る

地
方
豪
族
が
勢
力
を
明
確
に
し
て
く
る
漠
代
後
半
に
は
、
官
僚
の
世
界
や
政
治

の
場
に
お
け
る
儒
教
的
人
間
観
は
次
第
に
動
か
し
が
た
い
影
響
力
を
持
つ
こ
と

に
な
る
。
劉
向
「
列
女
伝
』
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
の
下
で
、
当
然
登
場

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
著
述
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
儒
教
思
想

が
地
方
豪
族
の
活
性
進
展
の
立
脚
理
念
と
さ
れ
政
治
世
界
へ
の
影
響
力
が
着
実

と
な
る
な
ら
、
儒
教
思
想
、
特
に
家
や
血
縁
へ
の
忠
誠
服
従
を
促
す
孝
を
養
成

教
導
す
る
上
に
決
定
的
な
役
割
を
占
め
る
女
性
存
在
へ
の
視
点
を
明
確
に
定
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
必
須
で
あ
ろ
う
。
家
を
主
導
し
て
立
つ
男
性
が
、

女
性
と
い
う
も
の
に
ど
う
対
応
す
る
か
に
つ
い
て
真
剣
な
姿
勢
を
自
ら
確
認
し

な
け
れ
ば
、
家
と
い
う
も
の
族
的
結
合
と
い
う
も
の
の
基
盤
安
定
は
お
ぼ
つ
か

な
い
か
ら
で
あ
る
。
著
者
劉
向
が
意
識
す
る
と
し
な
い
と
に
関
わ
ら
ず
、
時
代

は
、
女
性
存
在
へ
の
対
応
の
一
定
の
方
式
を
模
索
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

儒
教
思
想
へ
の
政
治
的
な
期
待
が
定
ま
り
、
儒
教
倫
理
へ
の
傾
倒
は
、
家
の

内
を
経
営
す
る
要
諦
で
あ
り
、
外
に
対
し
て
は
、
族
の
社
会
的
地
位
を
確
立
す

る
契
機
と
な
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
後
浜
時
代
に
は
、
儒
教
理
念
に
立
脚
す

る
家
や
血
縁
に
お
け
る
女
性
の
役
割
へ
の
関
心
は
、
さ
ら
に
高
ま
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
具
体
的
に
は
、
女
性
に
貞
節
を
要
求
す
る
理
念
も
現
実

的
な
認
識
を
帯
び
て
さ
ら
に
強
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

前
浜
か
ら
後
浜
に
か
け
て
、
儒
教
倫
理
を
基
盤
と
し
て
家
を
整
え
た
地
方
豪
族

が
次
第
に
勢
力
を
安
定
定
着
し
て
発
展
す
る
と
い
う
歴
史
的
な
状
況
を
踏
ま
え

で
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
地
方
豪
族
の
関
心
を

4
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め
勢
力
を
迎
え
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
得
た
後
漠
王
朝
が
、
儒
教
を

国
家
の
構
築
理
念
と
す
る
姿
勢
を
明
確
に
し
確
立
す
る
に
は
十
分
の
理
由
が
存

す
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
後
浜
時
代
に
は
、
家
を
確
立
す
る
理
念
は
王
朝

を
存
立
せ
し
め
る
理
念
と
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
豪
族
組
織
を
根

底
に
お
い
て
支
え
る
も
の
は
血
縁
の
思
想
の
現
実
的
制
度
で
あ
る
家
族
制
で
あ

り
、
孔
子
以
来
の
儒
教
倫
理
で
あ
っ
た
。
国
家
的
な
観
点
か
ら
、
儒
教
倫
理
の

中
核
た
る
孝
の
精
神
が
重
ん
ぜ
ら
れ
、
こ
れ
を
教
導
す
る
母
性
へ
の
関
心
が
高

ま
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
家
に
お
け
る
母
性
の
安
定
は
、
す
な
わ
ち
構
成
員

の
服
従
奉
仕
を
確
定
す
る
要
因
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
儒
教
主
義
の
興
隆
と

孝
へ
の
期
待
は
、
母
や
妻
の
家
へ
の
忠
誠
と
し
て
の
貞
節
へ
の
関
心
と
軌
を
一

に
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

中
国
歴
史
に
お
い
て
、
女
性
と
い
う
存
在
を
人
間
社
会
に
ど
う
位
置
づ
け
る

か
に
つ
い
て
、
積
極
的
に
考
察
さ
れ
具
体
的
組
織
的
に
整
理
す
る
姿
勢
が
次
第

に
明
確
に
な
る
の
は
、
儒
教
思
想
が
政
治
的
社
会
的
に
強
い
影
響
力
が
認
定
さ

れ
る
漠
代
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
理
由
の
第
一
は
、
儒
教
社
会
が
女
性
存
在

を
除
外
し
て
は
成
り
立
た
な
い
社
会
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

具
体
的
に
は
、
こ
の
社
会
は
、
男
尊
女
卑
を
枠
組
み
と
し
て
、
卑
の
自
覚
を
堅

持
す
る
女
性
の
亨
え
を
得
た
男
性
が
、
尊
の
自
覚
を
持
っ
て
率
い
て
専
行
し
、

社
会
活
動
主
導
の
責
務
を
遂
行
す
る
社
会
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

だ
か
ら
、
ま
ず
、
女
性
の
積
極
的
な
役
割
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
建
立
は
語
り

得
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
儒
教
の
家
族
制
を
構
築
す
る
思
想
の
核
た
る
孝
は
、

親
・
家
・
血
縁
へ
の
服
従
奉
仕
を
求
め
る
道
徳
理
念
で
あ
り
、
こ
の
孝
は
、
慈

愛
・
保
護
や
貞
節
・
支
援
と
い
う
家
の
母
や
妻
の
い
わ
ゆ
る
母
性
発
揮
に
よ
っ

て
、
夫
や
子
の
中
に
養
成
教
導
さ
れ
る
理
念
な
の
で
あ
る
。
儒
教
社
会
や
そ
の

思
想
の
根
底
に
占
め
る
理
念
と
し
て
の
女
性
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
不
可
能

な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
前
掲
拙
著
「
儒
教
社
会

と
母
性
」
　
に
お
い
て
詳
し
く
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
論
が
や
や
そ
れ
る
が
、
以
上
の
よ
う
な
社
会
的
状
況
に
関
連
し
て
、

女
性
教
導
書
の
成
立
に
目
を
止
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
、
次
に
こ
れ
を
概

観
し
て
お
く
。

○
浜
貌
晋
時
代
に
お
け
る
女
性
教
導
書
の
成
立
に
つ
い
て

女
性
を
、
社
会
に
対
し
て
、
な
か
ん
ず
く
家
庭
に
お
い
て
、
い
か
に
自
覚
対

処
さ
せ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、
「
礼
記
』
曲
礼
・
内
則
・
郊
特
牲

・
昏
義
な
ど
そ
の
他
の
諸
篤
に
は
、
婚
姻
の
意
義
や
女
性
の
家
庭
生
活
に
お
け

る
位
置
づ
け
や
役
割
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
中
国
史
上
に
お
い
て
、
家
に
お
け
る
女
性
と
い
う
存
在
に
つ
い
て
の
総
合

的
な
認
識
が
整
理
し
て
示
さ
れ
た
最
初
の
書
物
は
、
劉
向
(
B
C
七
九
～
八
)

が
編
纂
し
た
「
列
女
伝
」
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
書
は
必
ず
し
も
直
接
に

女
性
を
教
導
す
る
目
的
で
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
書
は
、
儒
教
理
念
に
立
つ
家
の
主
導
責
任
者
た
る
男
性
に
、
男
尊
を

支
え
孝
を
教
導
す
る
女
性
の
役
割
を
、
女
性
の
能
力
の
諸
相
を
交
え
て
分
析
整

理
し
て
示
す
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
女
性
に
男
性
が
い
か
な
る

責
任
自
覚
を
持
っ
て
対
処
す
べ
き
か
を
示
唆
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
書

が
編
ま
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
の
r
漢
書
』
の
劉
向
伝
の
説
明
に
よ
る
と
、
天
子

を
戒
め
て
女
性
へ
の
認
識
や
対
応
を
正
す
た
め
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
事

柄
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
前
掲
拙
著
「
劉
向
「
列
女
伝
」
の
研
究
し
に
お
い
て

論
述
し
た
。
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劉
向
「
列
女
伝
』
　
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
、
女
性
の
性
行
を
七
つ
に
大
別
し

て
伝
記
形
式
で
語
る
。
母
儀
篤
、
子
や
夫
へ
の
支
援
保
護
や
訓
戒
を
母
や
妾
の

基
本
的
な
役
割
と
す
る
。
賢
明
貸
、
男
性
と
は
異
な
る
処
世
認
識
で
方
を
善
導

す
る
点
に
女
性
の
賢
知
が
あ
る
と
す
る
。
仁
智
篇
、
子
や
夫
へ
の
愛
情
や
配
慮

に
基
づ
く
明
識
で
訓
戒
す
る
母
や
妻
の
可
能
性
を
示
す
。
貞
順
篇
、
夫
へ
の
貞

節
と
従
順
は
女
性
と
い
う
人
間
存
在
の
主
体
的
主
張
で
あ
る
と
見
る
。
節
義
篇
、

社
会
的
正
義
に
お
い
て
は
女
性
も
男
性
に
劣
ら
ず
果
敢
に
実
践
す
る
意
志
力
を

具
え
る
こ
と
を
紹
介
す
る
。
弁
通
篇
、
女
性
が
、
男
性
と
は
異
な
る
角
度
か
ら

道
理
の
是
非
を
把
握
し
情
念
を
込
め
て
弁
じ
説
い
て
切
迫
状
況
に
あ
る
夫
や
父

や
子
を
支
援
す
る
。
肇
壁
黛
、
激
し
い
女
性
の
情
動
で
男
性
を
破
滅
さ
せ
た
女

性
た
ち
を
紹
介
す
る
。
男
性
の
責
任
自
覚
が
欠
落
し
た
と
き
女
性
の
情
意
は
驚

異
的
な
破
壊
力
と
な
っ
て
発
散
し
環
境
の
正
常
を
覆
す
と
示
唆
す
る
。

次
に
、
劉
向
「
列
女
伝
』
登
場
の
歴
史
的
背
景
を
考
察
し
て
お
く
。
本
来
、

中
国
の
郷
村
社
会
は
、
孔
子
以
来
の
儒
教
倫
理
に
基
づ
い
て
運
営
維
持
さ
れ
る

自
律
的
な
共
同
体
社
会
で
あ
っ
た
。
浜
代
に
お
い
て
は
、
儒
教
主
義
の
家
族
倫

理
を
拠
り
所
と
し
て
族
的
結
合
を
固
め
そ
の
勢
力
を
明
確
に
し
て
く
る
地
方
豪

族
の
動
き
が
あ
る
。
諸
方
の
勢
い
を
統
括
す
る
意
欲
を
確
定
す
る
王
朝
権
力
者

に
お
い
て
は
、
世
の
状
況
に
呼
応
す
る
か
の
ご
と
く
、
政
治
論
理
と
し
て
、
儒

教
の
教
理
か
ら
目
を
そ
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
趨
勢
が
固
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。
歴
史
上
に
お
い
て
、
地
方
豪
族
が
、
王
朝
の
政
策
に
対
し
て
も
一

定
の
発
言
や
主
張
を
な
す
程
に
台
頭
し
て
き
た
事
実
は
、
ま
ず
、
昭
帝
の
時
の

塩
鉄
会
議
(
B
C
八
一
)
　
に
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
会
議

に
お
い
て
は
、
郡
国
か
ら
挙
げ
ら
れ
地
方
豪
族
を
背
景
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
儒
教
官
僚
た
る
賢
良
・
文
学
は
、
儒
教
道
徳
に
よ
る
民
生
の
安
定
を
説
い
て
、

塩
鉄
酒
な
ど
の
専
売
制
度
の
廃
止
を
主
張
し
、
法
家
的
理
念
を
も
っ
て
国
家
の

現
実
的
政
策
を
推
進
す
る
丞
相
・
大
夫
の
考
え
方
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。

こ
の
会
議
の
結
果
、
国
家
の
政
策
に
具
体
的
な
大
き
な
変
更
は
起
こ
ら
な
か
っ

た
が
、
次
の
宣
帝
の
時
代
に
は
、
確
実
に
儒
教
官
僚
の
着
実
な
台
頭
が
う
か
が

え
る
。
宣
帝
は
、
儒
術
と
法
術
を
交
え
て
採
用
し
た
人
で
あ
る
が
、
宮
中
の
石

菜
関
に
学
者
を
召
集
し
て
　
(
B
C
五
一
)
、
儒
教
経
典
・
経
説
に
関
す
る
討
論

を
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、
か
れ
は
、
自
ら
も
r
孝
経
』
　
に
深
い
理
解
を
待
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
漠
代
後
半
に
は
、
官
僚
の
世
界
や
政
治
の
場
に
お
け
る

儒
教
的
人
間
観
は
次
第
に
動
か
し
が
た
い
影
響
力
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

は
歴
史
的
に
は
、
儒
教
倫
理
を
拠
り
所
と
し
て
結
束
し
経
済
力
を
高
め
る
地
方

豪
族
が
次
第
に
否
認
し
え
な
い
現
実
的
社
会
存
在
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を

物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

劉
向
「
列
女
伝
』
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
の
下
で
、
前
述
の
如
く
当
然

登
場
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
著
述
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
儒
教

思
想
が
政
治
世
界
の
論
理
と
し
て
の
位
置
づ
け
を
次
第
に
確
定
す
る
状
況
に
対

応
し
て
、
こ
の
思
想
な
い
し
社
会
の
構
築
に
必
須
の
役
割
を
果
た
す
女
性
存
在

へ
の
認
識
や
視
点
の
確
立
は
重
要
な
現
実
課
題
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
王
室
自
体

に
お
い
て
は
、
女
性
対
応
は
王
政
を
左
右
す
る
力
で
あ
る
外
戚
へ
の
対
処
と
い

う
深
刻
な
問
題
と
も
か
ら
ん
で
い
た
。
劉
向
は
国
家
の
頂
点
に
立
つ
天
子
の
儒

教
認
識
を
促
す
こ
と
を
著
述
目
的
と
し
た
が
、
か
れ
の
意
識
す
る
と
否
と
に
関

わ
ら
ず
、
時
代
と
社
会
全
般
が
、
女
性
存
在
へ
の
対
応
の
確
た
る
一
定
の
方
式

を
模
索
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

豪
族
の
支
援
無
く
し
て
は
君
臨
の
権
限
を
発
揮
し
得
な
か
っ
た
後
浜
王
朝
は
、

政
策
と
し
て
儒
教
の
礼
教
主
義
を
尊
重
し
、
孝
を
重
ん
じ
、
官
吏
の
任
用
に
も
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儒
教
的
徳
行
と
学
問
知
識
を
殊
に
重
視
し
た
。
そ
れ
は
、
豪
族
の
支
援
に
よ
っ

て
成
立
し
得
た
後
漠
王
朝
の
性
格
を
如
実
に
反
映
し
、
歴
史
的
に
は
、
儒
教
倫

理
に
よ
っ
て
族
的
結
合
を
固
め
て
き
た
豪
族
が
王
朝
権
力
を
牽
制
し
得
る
実
質

的
な
勢
力
と
も
な
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
か
く
し
て
、
古
来
の
儒
教
主
義
に
立

脚
す
る
豪
族
に
と
っ
て
、
儒
教
倫
理
の
遵
守
は
、
家
の
内
を
経
営
す
る
要
諦
で

あ
り
、
外
に
対
し
て
は
、
族
の
社
会
的
地
位
や
勢
力
を
確
立
す
る
拠
り
所
と
な

る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
。
家
を
確
立
す
る
理
念
が
王
朝
存
立
の
理
念
と
一
致

す
る
後
洪
時
代
、
儒
教
理
念
に
立
脚
す
る
家
や
血
縁
に
お
け
る
女
性
の
役
割
へ

の
関
心
や
期
待
は
、
社
会
全
般
に
広
ま
り
高
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
白
虎
通
し
嫁
要
篇
に
は
、
天
子
よ
り
卿
大
夫
士
に
い
た
る
婚
姻
を
論
じ
、

夫
婦
を
説
き
、
女
性
の
位
置
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
A
D
二
世
紀
の
も
の

と
思
わ
れ
る
山
東
省
の
「
武
氏
嗣
画
像
石
」
に
は
、
「
列
女
伝
』
や
「
孝
子
伝
』

な
ど
に
基
づ
い
た
で
あ
ろ
う
母
や
妻
の
、
家
族
制
を
維
持
推
進
す
る
上
で
の
役

割
を
示
唆
す
る
画
像
が
多
数
確
認
さ
れ
る
(
拙
著
「
儒
教
社
会
と
母
性
」
一
四
〇

貢
や
二
五
六
頁
等
参
照
)
。
こ
れ
ら
は
、
後
洪
時
代
の
地
方
豪
族
に
お
い
て
女
性

に
対
す
る
認
識
が
重
要
な
位
置
を
得
て
い
た
証
の
一
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
曹
大
家
「
女
試
し
の
成
立
も
こ
の
観
点
か
ら
関
連
し
て
検
討
さ
れ
ね

ば
な
る
ま
い
。
劉
向
「
列
女
伝
』
は
、
本
来
、
男
性
に
語
り
か
け
て
、
女
性
へ

の
対
応
や
教
導
を
示
唆
す
る
書
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
「
女
誠
』
は
、

家
の
妻
た
る
女
性
に
直
接
語
り
か
け
教
導
し
て
自
覚
せ
し
め
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
ま
と
め
ら
れ
た
書
で
あ
る
。
し
か
も
現
存
す
る
最
古
の
書
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
事
が
指
摘
す
る
女
性
の
卑
弱
・
従
順
・
貞
節
・
家
事
・
舅
姑
の
問
題
は
、

後
世
の
女
性
教
導
書
に
確
実
な
骨
子
と
し
て
影
響
を
残
す
こ
と
に
な
る
。
な
お
、

こ
の
書
は
、
母
が
家
の
む
す
め
に
対
し
て
語
り
教
導
す
る
家
訓
形
式
を
取
っ
て

い
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
色
が
あ
る
が
、
従
来
、
曹
大
家
「
女
試
し
を
、
古
代
中

世
に
お
い
て
盛
ん
に
作
ら
れ
た
家
訓
の
観
点
で
と
ら
え
た
研
究
者
は
い
な
い
。

筆
者
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
す
で
に
、
前
掲
拙
著
r
儒
教
社
会
と
母
性
』
の
二

〇
二
頁
以
下
に
指
摘
し
、
こ
の
膏
が
家
訓
の
性
格
を
持
つ
こ
と
を
諭
証
し
た
。

さ
て
、
こ
の
「
女
試
し
に
つ
い
七
は
、
前
掲
「
儒
教
社
会
と
母
性
』
一
九
五

頁
第
四
章
に
お
い
て
詳
し
く
招
介
し
た
が
、
こ
こ
で
は
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
。

内
容
は
、
七
つ
の
項
目
で
編
成
さ
れ
る
。
卑
弱
篤
、
女
性
自
覚
の
第
一
と
し
て

女
卑
柔
弱
を
掲
げ
、
夫
に
仕
え
感
情
を
抑
え
酒
食
を
整
え
て
祖
先
の
祭
祀
す
る

を
己
の
勤
め
と
心
得
よ
と
説
く
。
夫
婦
篇
、
夫
婦
の
調
和
は
天
地
の
営
み
に
通

じ
人
倫
の
基
本
で
あ
る
。
夫
は
主
導
し
妾
は
仕
え
従
う
認
識
の
堅
持
を
要
す
る
。

こ
の
た
め
に
女
性
に
も
教
育
が
必
要
と
指
摘
す
る
。
敬
慎
篤
、
夫
は
陽
と
強
剛

を
、
妻
は
陰
と
柔
弱
を
本
質
と
す
る
。
夫
婦
の
親
し
み
に
お
い
で
も
常
に
こ
れ

を
念
頭
に
、
夫
を
敬
い
仕
え
て
従
え
。
婦
行
篤
、
婦
人
の
四
行
と
し
て
「
周
礼
』

に
も
見
え
る
婦
徳
・
婦
言
・
婦
容
・
婦
功
に
つ
い
て
、
現
実
的
な
解
説
を
す
る
。

専
心
篇
、
再
婚
を
否
定
し
夫
へ
の
貞
節
を
説
く
。
曲
従
篤
、
家
の
権
威
で
あ
り

夫
婦
の
愛
を
認
定
す
る
権
限
者
と
し
て
の
舅
姑
へ
の
一
方
的
な
服
従
を
説
く
。

和
叔
妹
篇
、
舅
姑
の
信
頼
を
左
右
す
る
小
姑
と
の
親
睦
の
必
要
を
説
く
。
な
お
、

「
女
試
し
引
用
の
「
女
恵
』
は
現
存
し
な
い
が
、
こ
の
事
以
前
に
す
で
に
直
接

女
性
に
語
り
か
け
る
女
性
教
導
の
書
が
存
在
し
た
こ
と
を
推
察
せ
し
め
る
。
ま

た
、
「
詩
経
』
　
の
諸
篇
に
も
婦
道
を
示
唆
す
る
内
容
は
多
い
　
(
女
性
を
導
く
教

え
を
説
く
も
の
に
は
、
「
周
礼
」
九
妹
や
r
礼
記
」
昏
義
の
四
行
な
ど
が
有
る
し
、
ま

た
「
礼
記
J
内
則
や
郊
特
牲
な
ど
に
も
女
性
の
心
得
を
説
く
も
の
か
散
見
す
る
か
、
こ

れ
ら
は
男
性
に
女
性
へ
の
対
応
や
女
性
認
識
を
教
示
す
る
の
が
本
来
の
目
的
で
あ
っ
た

ろ
う
。
た
だ
し
、
r
漢
書
」
列
伝
六
七
下
外
戚
伝
の
斑
佳
作
伝
に
は
、
「
捷
抒
詩
語
及

7
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窃
究
・
徳
象
・
女
師
之
篇
」
と
あ
り
、
こ
の
三
篇
に
は
、
注
目
し
て
お
か
ね
は
な
ら
な

い
。
師
古
注
は
、
詩
と
は
「
開
催
」
以
下
を
い
う
と
し
、
「
辞
及
び
訪
究
以
下
の
諸
篇

を
話
す
」
と
あ
る
の
か
ら
も
、
詩
以
外
に
こ
の
三
篇
が
有
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と

し
、
訪
宛
な
ど
を
詩
篇
と
す
る
説
を
斥
け
て
、
古
蔑
戒
の
書
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
、

r
続
列
女
伝
」
の
「
班
僅
抒
」
に
は
「
毎
諦
詩
、
及
窃
究
・
徳
家
・
女
師
之
鴬
、
必
三

復
之
」
と
あ
る
。
王
照
円
は
「
家
」
は
「
象
」
の
誤
り
、
い
ず
れ
も
古
詩
篇
名
と
す
る
。

さ
ら
に
梁
端
は
、
師
古
説
を
非
と
し
、
「
窃
究
」
は
「
閑
堆
」
、
「
徳
家
」
は
「
鵠
巣
」
、

「
女
師
」
は
「
葛
軍
」
で
あ
る
と
す
る
。
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
。
r
続
列
女
伝
」
の

文
の
ご
と
く
で
あ
れ
ば
、
「
詩
を
諦
す
る
毎
に
、
窃
兎
・
徳
家
・
女
師
の
篤
に
及
び
て

は
、
必
ず
三
た
び
之
を
復
す
」
と
読
め
る
。
師
古
の
読
み
と
説
に
こ
だ
わ
ら
な
い
で
も

よ
い
。
r
漢
書
」
が
何
故
こ
の
よ
う
な
ま
と
め
に
し
た
の
か
は
解
明
し
難
い
が
、
「
窃

究
・
徳
象
・
女
師
之
篇
」
と
あ
る
以
上
、
単
独
の
音
読
戒
の
書
と
す
る
に
は
や
や
無
理

を
感
じ
る
。
こ
れ
ら
詩
篇
は
、
い
ず
れ
も
后
妃
や
夫
人
の
女
性
の
徳
を
掲
げ
婦
道
を
う

た
う
も
の
で
あ
り
、
佳
作
が
こ
れ
を
特
に
大
切
に
し
た
と
い
う
の
は
納
得
で
き
る
。
詩

の
詩
篇
に
も
婦
道
を
示
唆
す
る
内
容
は
多
く
、
こ
れ
ら
も
本
来
は
男
性
の
女
性
認
識
を

促
す
目
的
が
主
体
で
あ
っ
た
ろ
う
。
た
だ
し
、
健
抒
の
例
で
も
推
察
さ
れ
る
と
お
り
、

前
漠
時
代
に
お
い
て
、
す
で
に
身
分
教
養
の
あ
る
女
性
は
自
ら
こ
れ
を
教
条
と
す
る
こ

と
も
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
)
。

こ
の
他
、
女
性
を
教
導
す
る
目
的
の
書
と
し
て
は
、
杜
篤
「
女
誠
』
　
(
r
後

漢
書
」
、
列
伝
七
〇
上
)
・
萄
爽
「
女
誠
-
(
r
芸
文
類
果
し
巻
t
三
等
)
・
寮
監

「
女
訓
』
　
(
ま
た
は
「
女
試
し
、
「
後
漢
書
」
列
伝
五
〇
等
)
等
が
存
在
し
た
と
思

わ
れ
る
。
な
お
、
曹
大
家
は
「
列
女
伝
』
　
に
注
釈
を
加
え
て
お
り
(
r
隋
書
」

経
籍
志
)
、
邸
皇
后
は
女
性
伝
記
に
通
じ
、
梁
皇
后
は
列
女
図
を
左
右
に
お
い

て
自
ら
を
戒
め
た
と
い
う
(
「
後
漢
書
」
皇
后
紀
)
。
後
浜
時
代
に
お
い
て
、

劉
向
「
列
女
伝
』
は
す
で
に
女
性
に
注
目
さ
れ
る
書
と
な
っ
て
い
る
。

以
上
、
前
浜
後
浜
時
代
に
、
中
国
女
性
史
上
で
女
性
教
導
に
方
向
性
を
与
え

る
二
大
書
が
時
代
状
況
を
反
映
し
て
登
場
し
た
。
前
者
は
伝
記
説
話
形
式
、
後

者
は
家
訓
形
式
を
と
る
。
儒
教
思
想
や
家
族
制
の
要
請
を
背
景
に
持
つ
。
こ
こ

で
の
女
性
の
役
割
は
、
具
体
的
に
は
、
男
性
へ
の
従
順
支
援
を
任
務
と
す
る
女

三
従
(
r
儀
礼
」
喪
服
や
「
穀
梁
伝
」
隠
公
二
年
他
に
、
娘
は
父
に
、
要
は
夫
に
、
夫

の
死
後
は
子
に
従
え
と
す
る
)
、
男
性
へ
の
孝
観
念
養
成
の
責
務
担
当
者
と
し
て

拘
束
設
定
す
る
た
め
、
女
性
の
主
体
的
欲
求
を
抑
圧
す
る
貞
節
要
求
や
再
婚
否

定
(
r
礼
記
し
郊
特
性
等
)
、
女
卑
従
順
の
自
覚
を
離
脱
す
る
個
の
意
識
や
主

張
を
牽
制
拒
絶
す
る
七
去
(
r
大
戴
礼
」
本
命
等
に
、
父
母
に
従
わ
ぬ
・
子
が
無
い

・
淫
乱
・
嫉
妬
・
悪
い
病
気
・
お
喋
り
・
盗
み
癖
等
は
離
縁
条
件
と
)
等
で
示
さ
れ
る
。

た
だ
、
上
流
階
級
で
は
、
再
婚
は
政
略
に
利
用
さ
れ
た
。
な
お
、
後
世
の
纏
足

の
制
は
こ
れ
ら
女
性
管
理
思
想
と
の
関
連
で
考
察
で
き
よ
う
。

以
後
、
執
晋
期
に
は
、
歴
史
思
想
史
上
で
の
儒
教
へ
の
関
心
は
低
下
す
る
と

観
ら
れ
て
い
る
が
、
貌
晋
の
政
治
や
社
会
に
甚
大
な
影
響
力
を
発
揮
し
た
門
閥

貴
族
は
、
実
は
儒
教
の
家
族
制
に
依
拠
し
て
存
立
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
私
の
家
に
お
け
る
儒
教
思
想
、
特
に
孝
へ
の
尊
崇
は
衰
え
る
こ
と
無
く
、
時

代
状
況
を
反
映
し
て
、
女
性
存
在
へ
の
関
心
は
殊
に
深
ま
っ
た
と
言
っ
て
良
い

で
あ
ろ
う
。
一
方
、
女
性
自
身
も
教
養
面
で
の
可
能
性
の
発
露
が
認
め
ら
れ
る
。

各
種
「
列
女
伝
』
が
編
纂
さ
れ
家
訓
型
の
女
性
教
導
書
が
次
々
に
登
場
す
る
の

は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
の
推
移
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
歴
史
書
資
料
と
し
て

女
性
史
の
変
遷
を
伺
う
資
料
と
し
て
は
、
「
史
記
」
外
戚
世
家
以
下
、
各
書
に

后
妃
や
皇
后
の
伝
記
が
有
り
、
「
世
説
新
語
』
賢
媛
篇
・
「
顔
氏
家
訓
し
治
家

篇
等
や
、
.
「
後
浜
書
』
・
r
晋
書
』
・
r
貌
書
」
・
「
北
史
』
・
「
隋
書
」
・

鎚
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新
旧
「
唐
香
し
等
に
、
そ
れ
ぞ
れ
「
列
女
伝
」
が
有
る
。
な
お
、
儒
教
に
お
け

る
女
性
の
役
割
を
考
察
す
る
場
合
、
母
親
と
子
と
の
関
係
を
教
訓
の
基
盤
と
す

る
こ
と
が
明
確
に
確
認
さ
れ
る
孝
子
伝
記
説
話
を
詳
細
に
解
析
す
る
必
要
が
あ

る
。
こ
れ
は
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
述
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

以
上
、
漠
貌
晋
時
代
に
お
け
る
女
性
認
識
に
関
連
し
て
、
や
や
わ
き
み
ち
に

そ
れ
た
が
状
況
の
変
遷
に
ふ
れ
て
補
説
し
た
。
次
に
、
こ
れ
ら
の
認
識
に
立
っ

て
、
再
び
、
女
性
の
貞
節
や
再
婚
の
問
題
に
目
を
も
ど
す
。

○
後
漠
時
代
再
婚
を
巡
っ
て

さ
て
、
家
に
お
け
る
女
性
の
存
在
の
大
き
さ
に
心
を
致
し
た
曹
大
家
「
女
試
し

は
、
主
婦
の
自
覚
を
示
し
て
、
女
性
の
従
順
を
説
き
、
「
夫
に
再
要
の
義
有
り

て
、
婦
に
二
道
の
文
無
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
礼
記
』
郊
特
性
な

ど
に
説
く
「
壱
た
び
之
と
斉
す
れ
ば
、
終
身
改
め
ず
」
を
、
女
性
に
直
接
語
り

か
け
た
女
性
の
貞
節
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
現
実
的
な
言
辞
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
後
漠
時
代
、
か
な
り
広
範
な
支
配
者
階
級
に
お
い
て
、
女
性
へ
の
貞
節

観
が
現
実
的
か
つ
実
際
的
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
と
把
握
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
、
後
漠
時
代
に
も
、
再
婚
改
嫁
の
事
例
は
や
は
り
確
認
さ
れ
る
。

後
浜
で
は
、
成
就
し
た
例
と
は
い
え
な
い
が
、
光
武
帝
は
、
寡
婦
と
な
っ
た

姉
の
湖
陽
公
主
が
、
宋
弘
に
好
意
を
寄
せ
て
い
る
の
で
、
彼
に
打
診
し
て
い
る
。

し
か
し
彼
に
そ
の
意
志
の
な
い
こ
と
が
分
か
る
(
r
後
漢
書
J
列
伝
一
六
)
。

桓
帝
の
詳
皇
后
の
母
は
、
鄭
香
に
嫁
ぎ
、
後
に
梁
紀
に
改
め
嫁
い
で
い
る

(
r
後
漢
書
」
皇
后
紀
一
〇
下
)
。

皇
室
以
外
で
は
、
応
奉
の
父
畢
仲
の
妻
は
、
部
元
義
の
前
妻
で
あ
っ
た

(
r
後
漢
書
」
列
伝
三
八
注
引
r
汝
南
記
」
)
と
い
う
例
が
有
る
。
ま
た
、
寮
監

の
娘
で
あ
る
蕉
文
姫
は
衛
仲
通
に
嫁
ぎ
、
夫
が
死
し
て
子
無
く
家
に
帰
寧
し
、

後
に
天
下
の
喪
乱
に
遭
遇
し
て
旬
奴
に
連
れ
去
ら
れ
て
、
二
人
の
子
を
生
み
、

漠
に
帰
還
で
き
た
後
に
董
祀
に
嫁
い
で
い
る
。
し
か
し
、
す
で
に
前
述
の
通
り
、

再
婚
を
強
く
拒
絶
す
る
事
例
も
多
い
。
劉
長
卿
妻
は
、
夫
の
死
後
、
、
再
婚
の
嫌

疑
を
避
け
る
た
め
に
生
家
に
帰
ら
ず
、
遺
子
の
死
後
は
、
耳
を
切
り
落
と
し
て

不
再
婚
の
意
志
表
示
と
す
る
。
ま
た
、
陰
瑜
妻
は
再
婚
を
強
要
さ
れ
て
自
殺
す

る
が
、
父
萄
爽
は
娘
を
再
婚
せ
し
め
る
処
置
を
し
て
い
る
(
以
上
、
「
後
漢
書
し

列
女
伝
)
。
杜
預
r
女
記
』
　
(
r
御
覧
J
四
四
一
引
)
に
見
え
る
秦
嘉
妻
は
再
婚

を
拒
否
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
畢
陽
国
志
」
　
に
お
け
る
再
婚
拒
否
の
事
例
は
す

で
に
前
述
の
ご
と
く
多
い
。

後
浜
時
代
に
、
「
白
虎
通
義
』
嫁
姿
篇
に
説
く
よ
う
に
、
「
礼
の
郊
特
牡
に

日
く
、
一
た
び
之
と
弄
す
れ
ば
、
終
身
改
め
ず
」
と
さ
れ
な
が
ら
、
現
実
に
は

再
婚
の
事
実
が
多
か
っ
た
ろ
う
こ
と
は
、
諸
事
例
に
よ
っ
て
想
像
に
難
く
な
い
。

し
か
し
ま
た
、
女
性
に
お
い
て
こ
れ
が
拒
否
さ
れ
る
と
い
う
貞
節
自
覚
が
尊
ば

れ
る
と
い
う
状
況
も
存
在
し
た
こ
と
を
注
目
し
て
お
か
ね
は
な
る
ま
い
。
儒
教

の
貞
節
理
念
を
積
極
的
に
受
け
止
め
よ
う
と
す
る
社
会
基
盤
が
確
か
な
か
た
ち

を
取
り
は
じ
め
て
い
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
後
洪
時
代
に
、

豪
族
勢
力
の
発
展
伸
長
と
い
う
歴
史
的
事
情
の
中
で
、
子
女
の
再
婚
が
施
行
さ

れ
る
と
い
う
現
実
が
存
在
し
た
こ
と
は
否
定
で
き
ま
い
が
、
同
時
に
、
彼
ら
に

お
い
て
、
族
の
結
束
構
築
に
必
要
な
儒
教
理
念
へ
の
関
心
は
深
ま
り
、
か
つ
政

治
社
会
に
お
け
る
族
の
勢
力
定
着
を
画
策
す
る
と
き
、
王
朝
の
儒
教
尊
重
に
敏

感
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
儒
教
の
貞
節
観
念
が
無
視
さ

れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
儒
教
の
理
念
と
再
婚
政
策
と
は
、
括
抗
し
っ
つ
も
、

儒
教
貞
節
観
念
は
、
成
長
豪
族
眉
に
お
い
て
、
一
定
の
重
み
を
以
て
受
け
止
め
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ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

再
婚
が
深
刻
な
現
実
問
題
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
証
と
し
て
王
符

r
潜
夫
諭
し
断
訟
篤
の
指
摘
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
貞

女
、
心
を
二
に
し
て
以
て
数
々
変
ず
る
こ
と
を
せ
ず
。
故
に
匪
石
の
詩
有
り
。

行
を
柾
げ
て
以
て
憂
を
遺
す
こ
と
を
せ
ず
。
故
に
帰
牢
の
志
を
美
と
す
。
一
た

び
許
し
て
改
め
ざ
る
は
、
蓋
し
貞
潔
を
長
と
し
て
父
兄
を
寧
ん
ず
る
所
以
な
り
。

其
れ
此
れ
に
循
は
ず
し
て
其
の
徳
を
二
三
に
す
る
者
は
、
此
れ
本
よ
り
廉
恥
無

き
の
家
に
し
て
貞
専
な
ら
ざ
る
の
所
な
り
。
…
…
又
た
貞
潔
の
寡
婦
、
或
い
は

男
女
備
具
し
財
貨
豊
餞
に
し
て
、
一
醒
の
礼
を
守
り
同
穴
の
義
を
成
さ
ん
と
欲

す
。
節
を
執
り
て
堅
固
、
懐
を
斉
し
み
て
必
死
。
終
に
更
に
許
す
の
慮
り
無
し
。

不
仁
の
世
叔
、
無
義
の
兄
弟
に
遭
債
ひ
て
、
或
い
は
其
の
婚
幣
を
利
と
し
、
或

い
は
其
の
財
脾
を
食
り
、
或
い
は
其
の
兄
子
を
私
し
て
、
則
ち
彊
ひ
て
申
し
て

欺
き
嫁
し
、
処
し
て
迫
脅
し
て
遣
送
す
。
人
、
房
中
に
自
ら
綴
し
、
車
上
に
薬

を
飲
み
、
絶
命
し
て
躯
を
喪
し
、
童
孜
を
孤
招
す
る
有
り
。
此
れ
猶
ほ
を
迫
し

て
自
殺
せ
し
め
る
が
ご
と
き
な
り
云
々
」
と
い
う
。
現
実
問
題
と
儒
教
理
念
の

相
剋
が
存
在
し
て
い
る
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

三
国
時
代
以
後
も
、
再
婚
改
嫁
の
例
は
や
は
り
無
く
は
な
い
。
家
族
制
を
運

営
維
持
す
る
た
め
に
、
孝
の
理
念
が
人
々
に
現
実
的
な
影
響
力
を
与
え
て
い
た

点
と
比
較
す
れ
ば
、
同
じ
く
家
族
制
の
構
築
に
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
女

性
の
貞
節
は
、
や
や
そ
の
理
念
の
拘
束
力
は
低
か
っ
た
と
見
る
べ
き
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
家
の
社
会
的
存
在
に
お
け
る
発
展
拡
大
へ
の
意
欲
に
か
ら
ま
れ
ば
、

勢
力
の
大
き
な
族
と
の
結
合
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
と

も
考
え
ら
れ
る
。
貞
節
理
念
は
そ
れ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
な
が
ら
も
、
婚
姻
に
よ

る
有
力
な
l
族
と
の
融
合
が
は
か
ら
れ
る
の
は
、
現
実
的
な
特
殊
な
状
況
と
し

て
の
他
の
問
題
が
こ
れ
に
関
わ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

④
楊
鳳
珪
妻
助
陳
(
1
)

そ
だ

助
陳
、
孜
を
撫
て
、
節
、
篤
く
し
て
、
分
、
充
つ
。

原
文
(
助
陳
撫
抜
、
節
厚
分
充
)

助
陳
は
(
2
)
、
臨
邱
の
陳
氏
の
女
で
、
壕
為
の
楊
鳳
珪
の
妻
で
あ
る
。
鳳

珪
が
死
亡
し
、
遺
児
を
育
て
て
貞
節
を
守
っ
て
い
た
。
(
さ
と
の
)
兄
弟
は
な

ん
と
し
て
も
改
嫁
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
(
諦
め
た
助
陳
は
)
や
む
な
く
刀
を
引

き
出
し
て
喉
を
割
き
、
宗
族
は
骸
い
た
。
死
を
掛
け
て
、
遂
に
(
改
嫁
拒
否
の
)

義
を
全
う
し
た
(
3
)
。

原
文
(
助
陳
、
臨
邱
陳
氏
女
、
敢
為
橡
鳳
珪
妻
也
、
鳳
珪
亡
、
養
遺
生
子
守
節
、
兄

弟
必
欲
改
嫁
、
乃
引
刀
割
咽
、
宗
族
核
之
、
幾
死
、
遂
全
其
義
)

○
資
料
研
究

(
1
)
　
「
目
録
」
に
、
「
牡
為
楊
鳳
珪
妻
陳
助
陳
」
と
あ
り
、
「
臨
邦
人
也
」

と
あ
る
。

(
2
)
任
氏
「
注
釈
」
に
い
う
。
こ
れ
も
(
敬
司
や
元
常
・
靡
常
・
紀
常
な
ど
の

よ
う
に
)
女
の
名
を
姓
に
連
ね
る
例
で
あ
る
。
全
名
は
、
陳
助
陳
で
あ
る
。
旧

刻
「
目
録
」
に
「
陳
助
」
と
す
る
の
は
正
し
く
な
い
と
。

(
3
)
　
「
御
覧
』
巻
三
六
八
引
の
「
益
部
首
旧
伝
』
に
は
、
「
牲
為
楊
鳳
珪
は
、

其
の
妻
陳
姫
、
珪
早
に
亡
す
、
兄
弟
、
之
を
嫁
が
し
め
ん
と
欲
す
、
姫
、
是
に

於
て
刀
を
列
し
て
咽
を
割
く
、
流
血
し
て
幾
ん
ど
死
せ
ん
と
す
、
九
族
、
.
驚
異
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し
て
、
乃
ち
其
の
節
に
従
ふ
」
と
あ
る
。
ま
た
同
巻
四
四
一
引
に
は
、
「
壕
為

線
鳳
珪
の
妻
は
、
覇
郡
臨
邱
の
陳
氏
の
女
な
り
、
名
は
姫
、
珪
早
に
亡
す
、
時

に
、
姫
、
子
を
産
む
、
通
に
生
ま
れ
て
六
月
、
舶
ら
喪
事
す
、
幼
孤
を
育
つ
る

こ
と
三
年
、
喪
詰
る
、
兄
弟
・
宗
族
、
其
の
子
少
く
年
の
壮
な
る
を
哀
れ
み
、

更
に
配
せ
ん
こ
と
を
謀
議
し
て
、
以
て
局
中
の
豪
姓
に
許
す
、
姫
、
聞
き
て
、

天
を
仰
ぎ
て
歎
息
し
、
刀
を
引
き
て
咽
を
割
き
、
幾
ん
ど
死
せ
ん
と
す
、
是
に

於
て
、
九
族
、
驚
愕
し
て
、
敬
し
て
其
の
節
に
従
ふ
」
と
あ
る
。

○
伝
記
資
料
と
し
て
の
特
徴

こ
れ
も
③
公
乗
会
婦
張
氏
の
場
合
と
同
様
、
再
婚
を
拒
否
し
て
身
を
傷
つ
け

る
事
例
で
あ
る
。

⑤
広
漠
便
敬
賢
婦
常
元
常
・
般
氏
婦
常
靡
常

二
常
、
笥
繁
に
し
て
、
覆
れ
た
る
橋
を
ば
、
再
び
隆
ん
に
す
。

原
文
(
二
常
畿
餞
、
頚
構
再
隆
)

元
常
(
1
)
・
靡
常
は
、
江
原
の
人
で
あ
る
。
元
常
は
、
広
都
合
常
良
の
む

す
め
で
あ
る
。
広
浜
の
便
敬
賛
(
2
)
に
嫁
い
だ
。
(
便
敬
賓
は
)
早
く
に
死
没

し
た
。
元
常
に
は
子
が
無
く
、
費
の
族
子
を
養
っ
た
。
父
母
は
、
(
改
)
嫁
さ

せ
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
で
　
(
元
常
は
)
刀
に
祝
り
志
に
誓
っ
て
、
死
の
う
と
し

た
(
3
)
。
靡
常
は
、
仲
山
の
む
す
め
で
あ
る
。
成
都
の
般
仲
孫
(
4
)
に
嫁
い

だ
。
(
そ
の
後
)
家
(
の
も
の
皆
が
)
流
行
り
病
(
5
)
に
遭
っ
て
死
亡
し
、
靡
常

だ
け
が
生
き
残
っ
た
。
年
十
八
で
あ
っ
た
(
6
)
。
葬
っ
て
諸
々
の
喪
を
し
終

え
て
、
遺
さ
れ
た
生
子
を
養
育
し
た
。
(
こ
の
よ
う
に
し
て
、
二
人
と
も
、
後
を

存
続
さ
せ
る
た
め
に
、
各
々
に
)
美
(
7
)
　
(
義
)
を
な
し
立
て
て
、
家
を
成
し
た
。

原
文
(
元
常
・
靡
常
、
江
原
人
也
、
元
常
、
広
都
合
常
良
女
、
通
広
漠
便
敬
賓
、
早

亡
、
元
常
頼
子
、
賓
族
子
、
父
母
欲
嫁
、
乃
祝
刀
誓
志
、
而
死
、
靡
常
、
仲
山
女
、
通

成
都
般
仲
孫
、
家
這
疫
気
死
亡
、
廓
常
在
、
十
八
、
収
葬
諸
曳
、
養
遺
生
子
、
立
美
成

家
)

○
資
料
研
究

(
1
)
巻
三
有
志
に
、
「
其
の
淑
媛
に
は
、
則
ち
元
常
・
紀
常
・
程
琅
及
び
呉

幾
・
先
絡
・
部
の
二
挑
・
般
氏
の
両
女
・
超
公
夫
人
有
り
」
と
見
え
る
。

(
2
)
　
「
便
敬
賓
」
に
つ
い
て
、
「
広
漠
郡
列
女
」
に
、
「
王
和
、
新
都
人
、

便
敬
妻
也
」
と
見
え
、
「
目
録
」
に
も
、
「
便
敏
幸
王
和
」
と
あ
る
。
「
御
覧
』

巻
四
四
一
引
「
益
部
首
旧
伝
』
に
も
、
「
広
漠
新
都
便
敬
妻
者
、
同
県
王
氏
女

也
、
名
和
云
々
」
と
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
任
氏
注
は
、
r
御
覧
』
引
に
は
、

「
便
敬
賛
委
」
と
あ
る
と
指
摘
し
、
こ
こ
の
「
便
敬
賛
」
と
重
複
し
て
見
え
る

こ
と
に
注
目
し
て
、
こ
こ
の
「
便
敬
賓
」
三
字
に
誤
り
が
あ
ろ
う
と
す
る
。
す

な
わ
ち
、
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
「
便
」
が
姓
で
「
賓
」
が
名
で
、
「
敬
」

字
を
街
し
た
か
、
他
姓
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
下
文
に
も
「
賛
」
と
い
う
か
ら
、

こ
れ
を
単
名
と
す
る
な
ら
う
な
ず
け
る
。
「
益
部
者
旧
伝
」
と
r
列
女
伝
』
と

並
び
に
、
広
漠
の
「
便
」
姓
の
人
の
と
こ
ろ
に
嫁
し
た
こ
の
二
女
を
記
し
著
し

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
「
敬
」
と
「
賛
」
と
意
味
が
近
く
混
同
し
易
い
が
故

に
、
「
華
隆
国
志
』
を
妙
写
し
た
者
は
、
「
敬
」
字
を
術
し
、
「
列
女
伝
』
を

紗
写
し
た
者
は
、
「
賓
」
字
を
紆
し
、
混
じ
て
一
人
と
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
二
女
と
も
に
若
く
し
て
寡
婦
と
な
っ
て
お
り
、
前
妻
・
後
妻
と
い
う
こ

1
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と
は
あ
り
得
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
推
定
が
成
り
立
つ
だ
ろ
う
。
任
氏
の
指

摘
は
以
上
の
よ
う
で
あ
る
。
任
氏
が
、
こ
の
常
元
常
の
夫
を
「
便
賛
」
、
後
の

広
漠
郡
に
見
え
る
王
和
の
夫
を
「
便
敬
」
と
そ
れ
ぞ
れ
推
定
す
る
の
は
一
応
う

な
ず
け
る
。
た
だ
し
、
「
御
覧
』
巻
四
四
一
引
「
益
部
首
旧
伝
』
に
、
「
便
敬

賢
妻
」
を
「
王
和
」
と
示
す
と
い
う
指
摘
に
疑
義
が
存
す
る
。
今
、
中
華
書
局

影
印
の
「
太
平
御
覧
』
に
よ
れ
ば
、
「
便
敬
妻
者
同
県
王
氏
女
也
名
和
」
と
あ

る
。
「
華
陽
國
志
訳
注
稿
(
一
一
)
」
　
(
ア
ジ
ア
文
化
研
究
所
r
研
究
年
報
」
二
七

号
二
九
九
二
)
も
、
そ
の
注
に
「
御
覧
』
巻
四
四
一
を
引
い
て
同
上
で
あ
る
。

任
氏
は
、
後
の
広
漠
郡
列
女
の
王
和
に
付
す
る
注
で
も
、
や
は
り
「
御
覧
』
は

「
便
敬
賓
妻
」
と
紹
介
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
氏
は
「
御
覧
』
　
の
異
本
を
見

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
疑
義
は
残
る
が
、
こ
こ
の
「
便
敬
賛
」
を
、
「
便
賛
」

と
す
る
推
定
は
興
味
深
い
。
下
文
に
、
「
養
賛
族
子
」
と
あ
る
の
か
ら
し
て
も
、

「
賓
」
を
名
と
す
る
の
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
も
と
の
ま
ま
な
ら

「
便
敬
」
を
姓
と
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
が
、
こ
れ
は
や
や
穏
当
で

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
、
任
氏
の
用
い
る
資
料
に
疑
義
は
あ

る
が
、
そ
の
姓
名
に
関
す
る
推
定
は
正
し
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
も
の
で

あ
る
。

(
3
)
原
文
に
、
「
祝
刀
誓
志
而
死
」
上
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
讃
に
、
「
覆

れ
た
る
橋
を
ば
、
再
び
隆
ん
に
す
」
と
あ
る
か
ら
、
「
而
死
」
と
続
く
の
は
問

題
で
あ
る
。
任
氏
は
、
「
祝
刀
誓
志
」
七
あ
る
以
上
死
ん
で
い
な
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
こ
と
を
誰
も
居
な
い
所
で
し
た
の
な
ら
、
人
に
は

知
れ
な
い
が
、
人
の
居
る
と
こ
ろ
で
し
た
の
な
ら
、
死
ぬ
こ
と
は
で
き
な
い
は

ず
で
あ
る
。
④
「
助
陳
」
　
で
も
、
「
引
刀
割
咽
」
で
死
に
そ
う
に
な
っ
て
も
、

死
ぬ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
ま
し
て
や
こ
の
元
常
の
場
合
に
は
、
「
誓
志
」

と
し
て
い
る
。
続
く
「
靡
常
」
で
は
、
「
遺
さ
れ
た
生
子
を
養
育
し
た
」
と
あ

る
か
ら
、
「
撫
子
成
立
、
年
若
干
乃
死
」
の
よ
う
な
一
文
が
有
る
べ
き
な
の
だ

ろ
う
が
、
今
、
そ
れ
を
定
め
得
な
い
と
い
う
。
任
氏
の
指
摘
は
略
う
な
づ
け
る
。

讃
や
次
の
「
靡
常
」
の
場
合
と
の
関
連
で
、
「
元
常
」
が
こ
こ
で
死
ん
で
し
ま

っ
た
と
見
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
筆
者
は
、
こ
こ
を
、
任
氏
と
は
や
や
観
点
を

変
え
て
、
「
死
す
」
で
は
な
く
て
「
死
せ
ん
と
し
た
」
と
見
て
お
く
。
ま
た
、

「
立
美
成
家
」
は
、
「
元
常
」
・
「
靡
常
」
両
人
に
掛
か
る
表
現
と
把
握
す
る
。

た
だ
し
、
劉
琳
「
華
陽
国
志
校
拝
こ
は
、
讃
の
「
頑
構
再
隆
」
は
、
「
靡
常
」

だ
け
の
こ
と
を
い
う
と
見
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
見
て
は
、
「
二
常
」
と

し
た
理
由
が
明
瞭
で
な
く
な
ろ
う
。

(
4
)
任
氏
は
、
父
の
仲
山
・
夫
の
般
仲
孫
は
と
も
に
字
を
称
し
、
名
が
分
か

ら
な
い
の
は
、
こ
れ
が
私
家
の
旗
述
に
依
拠
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
い
う
。

(
5
)
原
文
「
疫
気
」
に
つ
い
て
、
任
氏
は
、
お
そ
ら
く
「
傷
寒
」
で
今
の

「
腸
窒
扶
斯
(
ち
ょ
う
チ
フ
ス
)
」
で
あ
る
。
身
近
か
の
人
に
伝
染
す
る
か
ら
、

往
々
に
し
て
家
中
す
べ
て
死
に
絶
え
る
こ
と
が
あ
る
。
靡
常
は
、
あ
る
い
は
卒

ん
で
里
帰
り
し
て
い
て
免
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
そ
う
か
も
知
れ
な
い
。

ま
た
い
う
、
中
国
で
は
、
何
時
の
こ
ろ
か
ら
か
、
崔
乱
(
コ
レ
ラ
の
よ
う
な
や
ま

い
)
や
天
花
(
て
ん
ね
ん
と
う
)
が
あ
っ
た
こ
と
が
史
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、

傷
寒
・
肝
炎
・
癌
な
ど
の
記
載
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
伝
記
に
よ
っ
て
、
成
都

に
漠
時
代
に
す
で
に
腸
チ
フ
ス
が
存
在
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
「
後
賢
志
」

に
、
「
孝
子
超
偶
(
御
覧
八
六
三
引
に
「
狼
偶
」
に
作
る
)
」
の
両
親
が
肉
の
食

え
な
い
病
で
死
ん
だ
た
め
、
生
涯
肉
が
食
え
な
か
っ
た
と
あ
る
か
ら
、
成
都
に

は
晋
時
代
に
す
で
に
肝
炎
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
と
。

(
6
)
原
文
「
十
八
」
に
つ
い
て
、
鹿
本
注
に
、
「
此
の
二
字
、
当
に
死
亡
の
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下
に
在
る
べ
し
、
死
亡
十
八
と
読
み
て
、
四
字
も
て
一
句
と
為
す
」
と
あ
る
こ

と
に
つ
い
て
、
任
氏
は
、
こ
の
説
非
な
り
と
し
、
伝
に
、
「
惟
靡
常
在
」
と
あ

る
の
だ
か
ら
、
一
八
で
死
亡
し
た
の
で
は
な
い
。
た
だ
「
年
」
一
字
を
脱
し
た

だ
け
で
あ
る
と
い
う
。
指
摘
は
ほ
ぽ
う
な
ず
け
る
。
し
か
し
、
「
年
」
が
脱
し

た
と
決
め
つ
け
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
7
)
　
「
美
」
に
つ
い
て
、
任
氏
は
、
旧
各
本
は
こ
れ
に
作
る
が
、
「
義
」
に

作
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
理
由
は
、
上
の
④
「
助
陳
」
の
伝
に
「
遂
全
其

義
」
と
あ
を
か
ら
、
こ
の
伝
で
も
、
「
立
義
成
家
」
と
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

旧
刻
が
「
立
美
」
に
作
る
の
は
字
形
に
よ
っ
て
誤
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
。

一
説
で
あ
る
。
し
か
し
今
「
美
」
の
ま
ま
で
読
ん
で
お
く
。

⑥
超
侯
夫
人
常
紀
常

紀
常
、
哀
哀
と
し
て
、
掃
感
　
昭
融
(
1
)
す
。

原
文
(
紀
常
、
哀
哀
、
精
感
　
昭
融
)

紀
常
は
常
符
で
あ
っ
た
常
拾
の
む
す
め
で
、
遊
侠
(
2
)
の
夫
人
で
あ
る
。

父
が
長
安
で
殺
害
さ
れ
、
そ
の
二
見
も
と
も
に
先
に
死
没
し
た
。
(
紀
常
は
、
)

父
の
門
生
で
あ
っ
た
墨
登
・
張
順
を
つ
か
わ
し
て
柩
を
迎
え
さ
せ
た
。
時
に
暴

威
が
む
ら
が
り
起
こ
り
、
(
紀
常
は
、
柩
が
無
事
に
迎
え
ら
れ
る
か
否
か
心
配
で
)

日
々
昼
も
夜
も
(
折
る
よ
う
な
気
持
ち
で
)
悲
哀
に
あ
け
く
れ
て
い
た
。
(
や
が

て
)
順
・
登
が
柩
を
伴
っ
て
、
羞
な
く
帰
還
で
き
た
。
当
時
の
人
々
は
、
皆
、

紀
常
の
精
神
誠
意
の
ま
ご
こ
ろ
が
天
意
に
つ
う
じ
た
た
め
と
思
っ
た
。

原
文
(
紀
常
常
待
常
拾
女
、
超
侯
夫
人
也
、
父
遇
書
長
安
、
真
二
兄
皆
先
没
、
這
父

門
生
寧
登
張
順
迎
喪
、
時
宗
賊
蜂
起
、
昼
夜
悲
哀
、
順
登
得
将
良
、
無
悪
道
、
時
人
、

皆
以
紀
常
精
城
所
感
)

(
1
)
　
「
昭
融
」
に
つ
い
て
、
ひ
か
り
か
が
や
く
の
意
で
、
伝
記
に
説
明
す
る

と
こ
ろ
か
ら
見
て
も
、
天
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
劉
琳
「
華
陽
国
志
校
拝
こ

も
、
と
も
に
明
る
い
の
意
で
、
こ
こ
は
天
を
指
す
と
注
し
て
い
る
。

(
2
)
　
「
遭
侯
」
に
つ
い
て
、
「
侯
」
の
下
に
名
が
記
さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い

て
、
任
氏
は
、
史
法
に
お
い
て
は
名
が
記
さ
れ
る
べ
き
で
、
こ
こ
は
脱
落
し
た

の
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
氏
は
、
こ
の
名
を
次
の
よ
う
に
考
証
す
る
。
成
都
の
諸

「
超
」
に
は
、
「
超
戒
」
・
「
超
典
」
は
と
も
に
厨
亭
侯
、
「
超
謙
」
は
部
侯
、

「
超
温
」
は
商
卒
侯
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
他
に
も
、
侯
爵
で
あ
っ
た
者
が
い
る

で
あ
ろ
う
。
「
士
女
目
録
」
の
「
常
拾
」
の
注
に
「
超
温
伝
に
見
ゆ
」
と
あ
る

の
に
よ
れ
ば
、
そ
の
婿
を
超
温
と
判
断
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
だ
と
い
う
。
こ

の
推
定
の
疑
わ
し
い
点
を
指
摘
し
、
氏
に
よ
れ
ば
、
紀
常
は
、
超
謙
夫
人
で
あ

ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
。
そ
の
論
証
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

伝
記
に
は
、
「
父
喪
」
と
い
う
か
ら
、
常
給
は
季
催
に
殺
さ
れ
た
も
の
と
分

か
る
が
、
「
後
漢
書
し
献
帝
紀
に
よ
れ
ば
、
李
俺
は
、
初
平
三
年
四
月
(
A
D

一
九
二
)
六
月
、
長
安
を
陥
れ
、
諸
大
臣
王
允
ら
を
殺
す
が
、
常
給
の
名
は
見

え
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
超
謙
は
前
将
軍
で
あ
っ
た
の
で
、
王
允
を
つ
い
で
司
徒

と
な
り
(
献
帝
紀
・
超
謙
伝
列
伝
一
七
)
、
弟
の
超
温
も
す
で
に
太
常
で
九
卿
の

首
で
あ
っ
た
(
献
帝
紀
、
初
平
四
年
の
冬
十
月
、
「
司
空
揚
彪
、
免
ぜ
ら
れ
、
太
常
総

温
、
司
空
と
為
る
」
と
)
。
無
論
、
給
は
謙
か
温
ど
ち
ら
か
の
妾
の
父
で
、
い
ず

れ
も
こ
の
時
季
俺
に
殺
さ
れ
て
は
い
な
い
。
謙
伝
に
よ
れ
ば
、
「
允
に
代
は
り

て
司
徒
と
為
る
。
数
月
に
し
て
病
に
て
免
ぜ
ら
れ
、
尚
書
合
を
拝
す
。
是
の
年
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卒
す
」
と
い
う
(
献
帝
紀
、
初
平
三
年
の
七
月
に
、
「
司
徒
超
謙
、
罷
ぜ
ら
る
」
と
)
。

謙
は
、
初
平
三
年
の
冬
に
死
し
た
の
で
あ
る
。
初
平
四
年
(
A
D
一
九
三
)
の

十
月
、
司
空
の
橡
彪
が
免
ぜ
ら
れ
、
太
常
の
超
温
か
司
空
と
な
る
。
一
二
月
、

温
か
免
せ
ら
れ
、
衛
尉
の
張
書
が
司
空
と
な
る
。
明
年
興
平
元
年
(
A
D
一
九

四
)
一
〇
月
、
衛
肘
の
超
温
を
司
徒
と
為
し
、
尚
書
の
事
を
録
せ
し
め
る
。
興

平
二
年
(
A
D
一
九
五
)
　
二
月
、
李
俺
が
郭
氾
と
と
も
に
長
安
を
攻
め
、
帝
を

脅
か
し
宮
室
を
焼
く
。
七
月
、
串
駕
に
て
東
帰
す
る
(
献
帝
紀
)
。
李
億
は
し

ば
し
ば
帝
を
追
い
、
御
所
を
犯
し
て
い
る
。
常
給
を
殺
し
た
の
は
、
こ
の
時
で

あ
ろ
う
。
(
超
温
伝
に
)
季
借
は
や
は
り
温
を
殺
そ
う
と
す
る
が
、
董
卓
の
従

弟
で
あ
る
応
の
諌
め
で
免
れ
る
。
温
は
、
串
駕
に
従
っ
て
許
に
透
る
。
建
安
一

三
年
、
曹
操
に
劾
せ
ら
れ
て
、
免
ぜ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
推
定
す
る
と
、

紀
常
は
、
遼
謙
婦
人
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
も
し
、
超
温
夫
人
で
あ
っ
た
な

ら
、
父
常
給
が
殺
さ
れ
て
も
、
超
迫
と
天
子
の
力
で
喪
葬
の
援
助
が
得
ら
れ
た

は
ず
で
あ
る
。
ど
う
し
て
苛
か
ら
遠
路
の
苦
難
を
し
て
求
め
る
こ
と
が
あ
ろ
う

か
。
か
つ
、
温
夫
人
で
あ
っ
た
な
ら
、
き
っ
と
、
長
安
・
洛
陽
・
許
昌
の
間
を

さ
す
ら
っ
て
い
る
か
ら
、
人
を
使
っ
て
喪
を
迎
え
る
に
至
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

超
謙
婦
人
で
あ
っ
て
こ
そ
、
謙
が
卒
し
て
後
、
夫
の
喪
を
奉
じ
て
苛
に
還
っ
て
、

父
給
と
離
れ
て
い
る
か
ら
、
治
の
殺
害
を
聞
い
て
門
人
を
遠
く
長
安
に
遣
わ
し

た
の
で
あ
る
。
以
上
に
よ
り
、
遊
侠
謙
と
定
め
る
。
超
温
は
、
建
安
一
三
年

、

(
A
D
二
〇
八
)
七
二
才
で
卒
し
た
(
超
温
伝
)
。
兄
謙
は
、
す
で
に
一
六
年

前
に
死
ん
で
い
る
か
ら
、
⊥
ハ
〇
才
前
後
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
紀
常

は
、
.
こ
の
時
六
・
七
〇
才
の
老
齢
で
あ
っ
た
ろ
う
か
ら
、
だ
か
ら
自
分
で
は
喪

を
迎
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
。

任
氏
の
論
証
は
正
し
い
よ
う
で
あ
る
。
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

○
伝
記
資
料
と
し
て
の
特
徴

紀
常
の
伝
の
語
る
と
こ
ろ
は
、
娘
が
父
の
た
め
に
戸
を
求
め
た
「
孝
女
曹
娩
」

や
「
孝
女
叔
先
雄
」
な
ど
の
事
例
に
通
じ
る
で
あ
ろ
う
。
儒
教
社
会
に
お
け
る

父
と
娘
と
の
関
係
の
観
点
か
ら
考
察
す
べ
き
内
容
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
、
拙
著
「
儒
教
社
会
と
母
性
』
三
五
三
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
本
稿
は
、
平
成
七
年
度
科
学
研
究
費
一
般
研
究
B
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
)




